


皆さま、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
京都サラブレッドクラブ代表の山上和良でございます。

昨年のリニューアル後、二度目となる2020年産馬の募集を開始
いたします。
京都サラブレッドクラブは、なるべく損を出さないように、そして
長く楽しんでいただくことをコンセプトとして掲げました。そのコ
ンセプトにご賛同いただき、多くの方にご出資いただき、心より
御礼を申し上げます。

2019年産馬を募集してみて学んだことがございます。それは牝
馬の人気がないこと。
ダート競馬で長く楽しむならば、牡馬を選択したいという会員
様のお気持ちは、十分に理解できますし、決して間違っておりま
せん。

したがいまして2020年募集馬は、牡馬11頭、牝馬3頭と、牡馬
中心のラインナップといたしました。ダート競馬で息長く活躍で
きそうな馬を揃えております。

もう一つ変更点がございます。2019年産馬のレース成績につい
て、個人的には全然満足しておりません。長い目で見れば、辻褄
の合う結果になるだろうとは考えておりますが、2歳からいかに
良いパフォーマンスを出していくかというのは、現代競馬におけ
る重要な要素となっています。

そのために必要なこと、それは最新の育成トレンドを取り入れる
かどうか？具体的な内容については割愛させていただきますが、
2歳新馬戦から結果を出していくために、そして勝ち上がり率を
上げるためには、避けては通れないと判断いたしました。そのた
め育成牧場について、マイナーチェンジしております。

それ以外の部分、例えばダート競馬を中心に考えていること、出
走回数を多くすること、1円でも多くの賞金を稼ぐ、つまり採算を
重視する。そのために募集価格も抑える。このような基本コンセ
プトに全く変更はありません。

長きに亘ったコロナ禍も、ようやく出口が見え始めました。おそ
らく2022年には、ほぼコロナ前の状況に戻っていくのではない
かと、個人的には予測しています。競馬場で直接愛馬を応援し
ていただける機会も増えるでしょう。

多くの会員様が、愛馬の活躍に胸躍らせることができるよう、懸
命に取り組んでまいりますので、今後とも京都サラブレッドクラ
ブをよろしくお願い申し上げます。

京都サラブレッドクラブ
代表取締役　山 上 和 良

山上和良からのご挨拶
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競走馬ファンドの仕組み

株式会社 京都サラブレッドクラブ

株式会社 京都ホースレーシング

◎ 顧客（出資者）は、募集馬のうちから競走用馬を選択し、当該馬に
出資することにより獲得賞金等の分配をうけます。当該出資馬は
愛馬会法人より、JRA（日本中央競馬会）に馬主登録のあるクラブ
法人に現物出資された後、競走の用に供されます。出資者の支払
う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等などは出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等は
すべて分配金（利益若しくは出資金の返還）として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退
することがあり、また出走した場合においても、競走成績不振によ
り出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したが
いまして、競走馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、
また、出資者が出資した元本の保証はありません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に
基づいており、出資者の出資としては、競走馬の代金に相当する競
走用馬出資金納入のほか、競走用馬の維持費相当額等を毎月追
加出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退、運用終了期限とし
ます。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供者が募集出
資額の5％相当額で買い戻すことができる特約があります（死亡や
競走能力喪失の場合は別に規定）。当該出資馬が牡馬の場合は、
引退時期の定めはありません。

◎本商品投資契約の運用凋始は、2歳l月1日からとなります。運用開
始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により廃用と
なった場合を含め、いかなる理由によっても出資者は、支払方法に
かかわらず、募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れるこ
とはできません。上記運用開始前に当該出資馬が死亡もしくは廃
用となり運用できなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的
に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに返還されます。

◎ 競走馬ファンドは金融商品取引法第37条6（書面による解除）の適
用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度（契約成
立直後の一定期間内における無条件契約解除）はありません（た
だし、愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除く）。また、本
商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場
合、出資者に対する愛馬会法人からの返還金はなく、出資者資格
が失効するとともに、出資馬に関わる一切の権利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務（商品投資受益権や維持費
出資義務等）は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行
うことができません。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内
閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、会員規約に記載されています。
また、競走用馬の血統等についてはパンフレット、及び京都サラ
ブレッドクラブホームページ（https://kyoto-tc.jp）に記載されて
います。よくお読みいただき、競走馬ファンド及び本商品投資契約
の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。

◎出資者規約は、金融商品取引法第37条3に規定する『契約締結前
の交付書面』及び同法第37条4に規定する『契約締結時の交付書
面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の連用等
が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。

◎出資申込の方法等：会員は、当社の案内に従い、出資申し込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対して当社から
受諾の通知が成された日をもって、契約成立となります。

【ご注意点】－競走馬ファンドのリスク等特徴について

ご出資に際しての主な費用について
［競走馬出資金］
馬代金に相当するもので、1頭につき500分の1の金額です。お支払い方法は一括払いのみとなりますので、ご了承ください。
●詳細な支払い方法、キャンペーンにつきましては京都サラブレッドクラブホームページをご覧ください。

［入会金］
出資者1名あたり0円（消費税含）

［月会費］
出資者1名あたり3,300円または5,500円（消費税含）

［維持費出資金］
出資馬の飼養管理費用（育成費・廐舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等）に相当するもので、2歳1月1日から出資者の方にご負担いただ
きます。

〇出資口数1口あたり　1,200円/月（1頭につき60万円を募集口数で割ったものです。口数により変動いたします。）

［保険料出資金］
年l回、毎年l2月の自動振替でお支払いいただきます。
本年募集馬は2022年l月l日より死亡事故を補填する保険に加入することとし、2歳馬の場合、競走馬出資金の100％を保険加入額とし、保険料は
その3.05％の予定です（2歳時のお申込みでもさかのぼってご負担いただきます）。3歳以後の加入額は年齢変動制で、毎年l2月に翌年度分（l月l日
からl年分）の保険料出資金をお支払いいただきます。

クラブの競走馬保険は死亡事故だけでなく、傷病により未出走が確定した際や競走能力喪失となった場合などをカバーする特約があります。
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京都サラブレッドクラブの仕組み

早めの出資がオススメ！ 残口ポイント プラチナ会員申込方法は申告制です!
会員様のご希望に合わせてご自由に選択可能です!

（ゴールド会員からプラチナ会員への変更は申告当月反映、プラチナ会員からゴールドへの変更は申告後翌月反映です）

新規入会、プラチナ会員の方は条件に合わせてそれぞれ無料特典が付きます

特典対象馬は以下の6頭です。

① 新規入会プラチナ：2口無料 ② 新規入会ゴールド：1口無料 ③ プラチナ会員：1口無料

サンバホイッスル 2020 Samba Whistle 2020 バブルウィズジョイ 2020 Bubble with Joy 2020

スターリーオレンジ 2020 Starry Orange 2020

サンバダンサー 2020 Samba Dancer 2020

イムディーナ 2020 Mdina 2020

コテキタイ 2020 Kotekitai 2020

募集馬の残口数に応じてポイント付与

会費ポイント
月々の会費にもポイント付与！

※付与されたポイントは、次回以降のお申込みの馬代金にのみ使用できます
※キャンペーン・ポイントを利用された金額・口数は対象外です
※お支払いから付与までに数日～数週間かかる場合がございます
　予めご了承ください
※ポイントは付与された直後から使用可能です

例：1口あたり10,000円の馬に保有ポイントを5,000充当して5口出資された場合・・・
　　残500～401口の時：
　（10,000円×5口－5,000ポイント）×残口ポイント付与率20%＝9,000ポイント付与
※100口以上の出資が短期間に集中した場合、ポイント付与率は按分されます

500 ～ 401 口

400 ～ 301 口

300 ～ 201 口

200 ～ 101 口

100 ～    0 口

残　口 ポイント付与率

20 ％

15 ％

10 ％

5 ％

0 ％

2歳9月まで

2歳10月～3歳9月まで

3歳10月以降

出資馬の馬齢 毎月の付与ポイント
1500 ポイント

600 ポイント

な し　　

【プラチナ会員の場合・・・】 【ゴールド会員の場合・・・】

※出資馬の中で、最も若い馬の馬齢が適用されます
※最も若い馬が現役であるかを問わず、その馬を基準にポイント付与
を行います

例：馬A（2020年産馬）と馬B（2019年産馬）に出資されている方は、馬Aの年齢
を基準にポイント付与を行います。馬Aが2歳の8月で引退し、馬Bはその後も現
役を続けるという場合でも、引き続き馬Aの年齢が9月を迎えるまでは毎月1500
ポイントを付与、2歳の10月から3歳の9月までは600ポイント付与、3歳の10月
以降はポイント付与なしとします。

毎月の付与ポイント

2500 ポイント

毎世代募集開始時に1頭でも出資すれば、
毎月1500ポイント！

ポイント以外にもある！ プラチナ会員特典
以下のプラチナ・ゴールド会員共通サービスについての優先枠をご用意いたします！

世代5口以上の出資で …10％ポイントバック！

※付与されたポイントは、次回以降のお申込みの馬代金にのみ利用できます
※お支払いから付与までに数日～数週間かかる場合がございます。予めご了承ください

※詳細につきましては開催時のクラブの発表をご確認ください
※感染症拡大防止の観点より内容を変更または休止する場合がございます。予めご了承くださいませ

※キャンペーン・ポイントを利用された金額・口数は対象外です
※ポイントバックが適用されるのは馬代出資金のみです
※頭数に条件はありません。ご出資いただいた口数が5口以上であれ
ば適用されます
※付与されたポイントは、次回以降のお申込みの馬代金にのみ使用
できます
※お支払いから付与までに数日～数週間かかる場合がございます。予
めご了承ください
※ポイントは付与された直後から使用可能です

プラチナ会員限定！ 大口ポイント

●募集馬見学ツアー ●口取り ●馬名選挙 ●ゼッケンプレゼント ●馬主席ご招待 ●パーティー

※プラチナ会員特典をご利用した出資は、1年間のプラチナ会員継続が条件です。
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募集馬一覧 2021 Line up

01
Three Aphrodite 2020
スリーアフロディテの2020
父 ミッキーロケット
牡 鹿毛 2020年3月30日生

P.8

円27,000
万円1,350

栗東・佐々木 晶三
新井牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

02
Bewitched 2020
ビーウィッチドの2020
父 マジェスティックウォリアー
牡 鹿毛 2020年3月8日生

P.10

円26,000
万円1,300

栗東・羽月 友彦
高橋ファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

03
Storm Tosho 2020
ストームトウショウの2020
父 エスポワールシチー
牡 鹿毛 2020年3月9日生

P.12

円26,000
万円1,300

栗東・安達 昭夫
坂本 春雄

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

04
Hosho Valen 2020
ホウショウバレンの2020
父 ダンカーク
牡 鹿毛 2020年3月28日生

P.14

円18,000
万円900

栗東・羽月 友彦
築紫 洋

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

05
Sieversia 2020
シーヴァージアの2020
父 ビッグアーサー
牡 芦毛 2020年4月12日生

P.16

円18,000
万円900

栗東・池添 兼雄
高橋ファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

06
Tosen Jewel 2020
トーセンジュエルの2020
父 カレンブラックヒル
牡 栗毛 2020年4月17日生

P.18

円17,000
万円850

美浦・奥村 武
村上 雅規

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

07
Samba Whistle 2020
サンバホイッスルの2020
父 ラニ
牡 栗毛 2020年4月21日生

P.20

円16,000
万円800

栗東・浜田 多実雄
川島 正広

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

08
バブルウィズジョイの2020
父 アジアエクスプレス
牡 栗毛 2020年5月12日生

P.22

円16,000
万円800

栗東・高橋 康之
織田 正敏

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

09
Starry Orange 2020

Bubble with Joy 2020

スターリーオレンジの2020
父 フリオーソ
牡 栗毛 2020年4月9日生

P.24

円16,000
万円800

栗東・宮本 博
岡野牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

10
Mdina 2020
イムディーナの2020
父 ビーチパトロール
牡 鹿毛 2020年3月19日生

P.26

円14,000
万円700

美浦・中川 公成
村上牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

11
Samba Dancer 2020
サンバダンサーの2020
父 タイセイレジェンド
牡 栗毛 2020年5月24日生

P.28

円14,000
万円700

美浦・和田 勇介
村上 進治

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

12
Noble Crown 2020
ノーブルクラウンの2020
父 シニスターミニスター
牝 栗毛 2020年3月16日生

P.30

円20,000
万円1,000

栗東・岡田 稲男
イワミ牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

13
Kotekitai 2020
コテキタイの2020
父 スズカコーズウェイ
牝 鹿毛 2020年3月19日生

P.32

円16,000
万円800

栗東・羽月 友彦
高橋ファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

14
Mythique 2020
ミティークの2020
父 リヤンドファミユ
牝 栗毛 2020年5月28日生

P.34

円0
万円0

美浦・伊藤 伸一
村上 進治

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

お申込みは最大50口までといたします
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Three Aphrodite 2020
父 ミッキーロケット　牡　鹿毛　2020年3月30日生01 スリーアフロディテの2020

Pedigree

ミッキーロケットの初年度産駒になります。父はキングカメハメハ
産駒ですが、こういう微妙な芝中距離馬産駒は最近人気がなく、
サマーセールで予想していたよりも割安に購入できました。本馬
についての最大のアピールポイントは、その動きの良さにありま
す。軽さと力強さを兼ね備えています。馬体についても、骨格、筋
肉の付き方とその前後バランス、今後の成長余力、すべてに申し
分ありません。芝、ダートどちらも期待できる好素材です。

スリーアフロディテ（09 鹿スズカマンボ）４勝，札幌スポニチ賞（芝1500），
　　　　　　　日田特別（芝2000），湯浜特別（芝1800）２着，小倉城特別（芝1800）２着，
　　　　　　　大倉山特別（芝1800）３着，etc.
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
 スズカパイロット（17 牝青*パイロ）現役１勝
 サイレントナイト（18 牡黒鹿リオンディーズ）入着７回，現役［兵庫］入着
 オーエンズテソーロ（19 牝栗ラブリーデイ）現役出走

アイライクスズカ（01 栗*ラムタラ）１勝，［東海］３勝

*アイシングスズカ（92 鹿Dayjur）１勝，北洋特別２着
 ルンルンスズカ（99 牝*ラムタラ）１勝
　　　　スズカルパン（09 牡スズカマンボ）４勝，
　　　　　　　鴨川特別，下鴨Ｓ２着（２回），マレーシアＣ３着，etc.
 アイシースズカ（00 牝*サンデーサイレンス）３勝
　　　　スズカアーサー（09 牡ラスカルスズカ）１勝，
　　　　　　　潮騒特別３着，［兵庫］２勝［北海道］１勝［南関東］
　　　　スズカゴーディー（14 牡スズカコーズウェイ）現役３勝，
　　　　　　　立川特別，天王寺特別２着，日吉特別３着，etc.
　　　　スズカアーチスト（15 牝*エンパイアメーカー）２勝，日野特別３着，由比ヶ浜特別３着

アイシングIcing（73 鹿Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリーズマイル－G3，
　　　　　　　Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル－G3 ２着
　［子］ アルハレブAl Hareb（86 牡El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリティＳ－G1，種牡馬
　　　 ドクターサマーヴィルDr. Somerville（87 牡Chief's Crown）FR４勝，
　　　　　　　ラクープドメゾンラフィット－G3，コンデ賞－G3，P.Ridgway－L
　　　 ライジングRising（82 牡Relkino）GB・IRE10勝，
　　　　　　　Mooresbridge S－LUlster Harp Derby－L，
　　　　　　　Waterford Crystal Nursery S－L，etc.，種牡馬
　　　 スノートップSnowtop（83 牝Thatching）IRE３勝，Joe Mcgrath H－L

JRA現役1勝スズカパイロットの半弟。母スリーアフロディテは
JRA4勝（芝1500～2000m）。3代母アイシングスズカの孫には
スズカルパン（JRA4勝）、スズカゴーディー（JRA現役3勝）、スズ
カアーチスト（JRA2勝）などがいます。Danzig系の名スプリン
ターDayjurの血が入るので、短距離やダートの活躍が目立つ牝
系なのですが、スリーアフロディテはスズカマンボ産駒らしいしぶ
とい中距離馬で、馬場が渋るとオール連対の道悪巧者でもありま
した。父ミッキーロケットは稍重の宝塚記念に勝ったキングカメハ
メハ産駒で、Nureyev4×4のクロスをもちこちらもパワーと持続
力が持ち味。いわば似た者同士の父母の組み合わせで、
Kingmambo3×4、Nijinsky5･7×4･5のクロスで父母相似配合
的にまとめており、本馬も渋った馬場や力の要る馬場で浮上する
中距離馬でしょう。やや勝ち味には遅そうですが、ダートもOKの
血統なので、相手ナリにしぶとく駆けて本賞金を稼いでくれそう
です。

 Raise a Native
Gold Digger

Pasadoble
*トライマイベスト(USA)
Mill Princess
Blakeney
The Dancer

Marie d'Argonne
Cozzene
Stufida

Foreseer
Miswaki
Flood
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Mr. Prospector
Miesque

Key Partner
Northern Dancer
Flaming Page
Blushing Groom
Awaasif
Danzig
Gold Beauty
Prince Tenderfoot
Cake

Nijinsky

Nijinsky

Nureyev

Nureyev

Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン(IRE)

Pilot Bird

Polar Falcon

Fearless Revival

Caerleon

Sabria

Halo

Wishing Well

*キーフライヤー(USA)

Snow Bride

Dayjur

Icing

Nijinsky

Kingmambo

*マンファス(IRE)

Pivotal

Sabreon

*サンデーサイレンス(USA)

*スプリングマンボ(GB)

*ラムタラ(USA)

*アイシングスズカ(USA)

Kingmambo

アイライクスズカ
栗毛　2001

スズカマンボ
鹿毛　2001

*マネーキャントバイミーラヴ
 (IRE)
鹿毛　2006

キングカメハメハ
鹿毛　2001

ミッキーロケット
鹿毛　2013

スリーアフロディテ
鹿毛　2009

5代までのクロス：Kingmambo：S3×M4 Nijinsky：M4×S5×M5 Nureyev：S5×S5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

4代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

27,000
1,350

生産牧場 新井牧場
栗東・佐々木晶三
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ビーウィッチド（12 鹿*ハービンジャー）１勝,〔産駒馬名登録数：１〕
 プラウサス（19 牡鹿*マジェスティックウォリアー）現役出走

ロフティーエイム（02 鹿*サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ－Jpn3，
　　　　　　　函館記念－Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
 スマッシュ（10 牝キングカメハメハ）出走
　　　　モルフェオルフェ（15 牝オルフェーヴル）４勝，立志Ｓ，現役［北海道］出走
　　　　スマッシュパワー（17 牡*マジェスティックウォリアー）［石川］４勝
　　　　スマッシャー（18 牡*マジェスティックウォリアー）現役３勝，ユニコーンＳ－G3，
　　　　　　　端午Ｓ－OP ３着，［南関東］出走，ジャパンＤダービー－Jpn1 ４着
 エイムアンドエンド（15 牡エイシンフラッシュ）現役３勝，
　　　　　　　共同通信杯－G3 ３着，ＴＶ山梨杯，幕張Ｓ２着
 テキーラ（16 牡*ノヴェリスト）［東海］２勝
 ロフティーピーク（17 牝*ヘニーヒューズ）現役２勝，知床特別２着
 エイムトゥルー（18 牡エイシンフラッシュ）現役１勝

*ウィッチフルシンキング（94 鹿Lord Avie）USA12勝，パカラップＳ－G2，
　　　　　　　ジャストアゲイムＨ－G3，イーゴンマイルＳ－G3，ニジャナＳ－G3，First Lady S－L，etc.
 マンティスハント（01 牝Deputy Minister）入着３回
　　　　ゴーハンティング（08 センフジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，etc.
　　　　クロスボウ（10 牡ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，錦秋Ｓ２着，障害１勝
　　　　アガスティア（11 牡マンハッタンカフェ）２勝，中京スポニチ賞３着，吹田特別３着，障害１勝
　　　　サングレーザー（14 牡ディープインパクト）７勝，
　　　　　　　札幌記念－G2，マイラーズＣ－G2，スワンＳ－G2，etc.，種牡馬
　　　　バイマイサイド（15 牡ステイゴールド）現役３勝，鳴滝特別，グレイトフルＳ２着，金山特別３着
 スペシャルウィッチ（04 牝スペシャルウィーク）１勝
 ファルクラム（05 牡*ファルブラヴ）入着２回，［兵庫］２勝
 ダイワモースト（06 牡*グラスワンダー）１勝
 カレンマーガレット（07 牝ネオユニヴァース）出走
　　　　パンプキンズ（16 牡スターリングローズ）現役［岩手］10勝，ダイヤモンドＣ，東北優駿，寒菊賞，etc.
 メーデイア（08 牝キングヘイロー）４勝，［南関東］５勝［石川］１勝，ＪＢＣＬクラシック－Jpn1，
　　　　　　　Ｌプレリュード－Jpn2，ＴＣＫ女王盃－Jpn3（２回），etc.
 ベルガリオン（09 牡フジキセキ）入着，［岩手］１勝［佐賀］入着２回［南関東］
 アプシュルトス（12 牡ハーツクライ）［東海］１勝［兵庫］
 ブラックウィザード（13 セン ゼンノロブロイ）［石川］２勝［東海］入着
 ベストフィックス（15 牡キングヘイロー）［岩手］１勝［佐賀］１勝［北海道］入着４回
 ウィッチクラフト（16 セン ゴールドアリュール）現役２勝，［南関東］１勝［兵庫］入着

Bewitched 2020
父 マジェスティックウォリアー　牡　鹿毛　2020年3月8日生02 ビーウィッチドの2020

Pedigree

父マジェスティックウォリアーは、まだ期待されているほど産駒が
活躍しているとはいえません。背の緩さが似ると、スピードのない
産駒が出来てしまうのが原因ではないかと考えています。本馬は、
父のような緩い背をしておらず、なおかつエーピーインディ系特有
の強い筋肉を受け継いでおります。ユニコーンステークスを制し
たスマッシャーとは血統的に3/4同じですので、母系と父との相性
の良さが窺える1頭です。ダート中距離での活躍が期待されます。

母ビーウィッチドはJRA1勝。母母ロフティーエイムは福島牝馬Sの
勝ち馬で、産駒に共同通信杯3着エイムアンドエンドが、孫にユニ
コーンS勝ちスマッシャーがいます。牝祖ウィッチフルシンキングか
らはメーデイアやサングレーザーといった重賞勝ち馬も出ます。父
マジェスティックウォリアーはプリンセスオブシルマー、ベストウォー
リア、エアアルマスなどを送り出している優秀なダートサイアーです
が、前出スマッシャーの父もマジェスティックウォリアーなので、本
馬とスマッシャーは父と母母が同じ3/4同血の間柄。ビーウィッチド
は緩さのあるハービンジャー肌なので、マジェスティックウォリアー
のようにマイルのスピードとパワーがある種牡馬は配合相手として
好ましいでしょう。ハービンジャー肌で最も活躍しているのは父ミッ
キーアイルのメイケイエールです。父がSecretariatのクロスで母が
Sir Gaylordのクロスなので、スマッシャーのようにダートをストライ
ドで走るタイプです。

Boldnesian
Reason to Earn
Poker
Fair Charmer
Bold Ruler
Somethingroyal

Gay Missile
Raise a Native
Gold Digger

Broadway
Northern Dancer
Mississippi Mud

Deck Stewardess
Danzig
Razyana
Kahyasi
Kerali
Arctic Tern
Beaune
Shareef Dancer
Sauceboat
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Lord Gaylord
Avie
Exuberant
Halloween

Secretariat

Buckpasser

Buckpasser

Bold Reasoning

My Charmer

Lassie Dear

Mr. Prospector

Con Game

Dixieland Band

Take Heart

*デインヒル(USA)

Hasili

Bering

Guapa

Halo

Wishing Well

Lord Avie

Halloween Joy

Secretariat

Seattle Slew

Weekend Surprise

Seeking the Gold

Spinning Round

Dansili

Penang Pearl

*サンデーサイレンス(USA)

*ウィッチフルシンキング
 (USA)

ロフティーエイム　
鹿毛　2002

*ハービンジャー(GB)　
鹿毛　2006

Dream Supreme　
黒鹿毛　1997

A.P. Indy　
黒鹿毛　1989

*マジェスティックウォリアー
 (USA)　
鹿毛　2005

ビーウィッチド　
鹿毛　2012

5代までのクロス：Secretariat：S4×S5 Buckpasser：S5×S5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

26,000
1,300

生産牧場 高橋ファーム
栗東・羽月友彦
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Storm Tosho 2020
父 エスポワールシチー　牡　鹿毛　2020年3月9日生03 ストームトウショウの2020

Pedigree

父エスポワールシチーはゴールドアリュール産駒の活躍馬の中
では、比較的コンパクトな骨格をしております。母父ブライアンズ
タイムから受け継いだスタミナで、中距離を走れたのでしょう。産
駒は父の遺伝力が強いのか、よく似た馬が多く、骨格が大きすぎ
ない分、短距離にも対応できるので、勝ち上がり率がきわめて優
秀です。本馬も、そういう特徴をよく受け継いでおり、豊富な筋肉
から繰り出される加速力で、短い距離であっても、その能力を遺
憾なく発揮してくれることでしょう。

ストームトウショウ（04 鹿*スターオブコジーン）不出走
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（18）〕
 トウショウクルス（09 牡黒鹿*ゼンノエルシド）１勝，［石川］３勝［兵庫］
 トウショウブロンコ（10 牡黒鹿アドマイヤボス）入着，［石川］３勝［岩手］
 トウショウワイルド（11 牡鹿*ワイルドラッシュ）入着，［南関東］１勝［北海道］入着２回
 ホープトウショウ（13 牝鹿メイショウボーラー）［岩手］６勝
 ビギナーズラック（15 牡鹿ロサード）現役［南関東］４勝
 ボディハッカー（17 牝鹿アンライバルド）［佐賀］１勝

ダーリントウショウ（90 鹿トウシヨウボーイ）不出走
 トウショウコナン（95 牡ホリスキー）３勝，ユニコーンＳ－Jpn3 ３着，河口湖特別，利根川特別２着，
　　　　　　　［北関東］１勝,［北海道］入着［南関東］，グランシャリオＣ－Jpn3 ２着
 アップルトウショウ（96 牝アンバーシヤダイ）１勝，ガーベラ賞２着
  　トウショウレリーフ（06 牡*プリサイスエンド）１勝，［石川］２勝［南関東］
  　ニシノアップルパイ（14 牡リーチザクラウン）現役２勝，［岩手］６勝［高知・南関東］
  　サヤカチャン（15 牝リーチザクラウン）１勝，アルテミスＳ－G3 ２着，フィリピンＴ２着
 セピアトウショウ（02 牝ロイヤルタッチ）出走
  　ミシックトウショウ（08 牝*サウスヴィグラス）２勝，［岩手］１勝［東海］
 スクープトウショウ（03 牝サニーブライアン）入着，［兵庫］２勝［石川］３勝［岩手］
 ナンシーシャイン（10 牝ブラックタキシード）２勝，フィリーズレビュー－G2 ２着，春菜賞
 グリシーヌ（11 牝サムライハート）［南関東］３勝

セリナトウシヨウ（79 黒鹿*シルバーシヤーク）３勝，八瀬特別
 キスミートウショウ（87 牝トウシヨウボーイ）出走
  　ランヤジェニー（93 牝ランドヒリュウ）［佐賀］10勝
  　  マキノヒリュウ（00 牡サンデーウェル）１勝，［南関東］８勝，
  　  　　　　　　　埼玉新聞杯２着，京成盃グランドマイラーズ３着
  　  キスミージェニー（01 牝*タイキフォーチュン）［石川］12勝［南関東］，
  　  　　　　　　　北日本新聞杯２着，読売レディス杯３着，日本海ダービー３着
  　  オースミスイセン（02 牝オースミシャダイ）［北海道］５勝［佐賀］入着３回，
  　  　　　　　　　北海優駿２着
  　マイネルクラシック（95 牡*ラシアンルーブル）１勝，バイオレットＳ－OP ３着，
　　　　　　　［北海道］１勝［高知］入着２回,［南関東・岩手］，北海道３歳優駿－Jpn3，
　　　　　　　ダービーＧＰ－Jpn1 ４着
  　ナリタキセキボーイ（99 牡フジキセキ）５勝，出石特別，橿原Ｓ２着，羅生門Ｓ２着，etc.，
　　　　　　　［北海道］１勝［佐賀］１勝

フィリーズレビュー2着ナンシーシャイン、ユニコーンS3着トウ
ショウコナンの甥で、アルテミスS2着サヤカチャンのイトコ。牝祖
ビバドンナからはヌエボトウショウやトウショウフェノマといった
JRA重賞勝ち馬が出ており、トウショウ牧場出身らしいマイルの
スピードに優れた牝系です。父エスポワールシチーはゴールドア
リュールの代表産駒でダートの大レースを勝ちまくりましたが、種
牡馬としても全日本2歳優駿のヴァケーション、ブリーダーズゴー
ルドC2着メモリーコウ、羽田盃のヤマノファイトなど、交流重賞や
地方重賞での活躍馬を毎年排出しています。配合的にも母に
Relicの薄いクロスがあり、自身はFlower Bowl≒Your Hostの
3/4同血クロスですから、ゴールドアリュールやブライアンズタイ
ムのダート適性が伝わる可能性が高いといえるでしょう。母方の
スピードで先行し、父譲りのパワーとスタミナで踏ん張るような脚
質に完成すれば、ダ1800mで安定した息の長い活躍が期待で
きるのではないでしょうか。

Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Northern Dancer
Special
Hostage
Vaguely Royal

Bramalea
Graustark
Golden Trail
Never Bend
Roman Song
*トラフイツク(USA)
リンネス
*フオルテイノ(FR)
Chambord
Prince John
Wildwook
Olympia
Inquisitive
Fleet Nasrullah
Hill Indian
Princely Gift
Suncourt
Your Host
Wisteria
Buisson Ardent
Palsaka
Petingo
Donna Lollo

Hail to Reason

Hail to ReasonHalo

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest

Roberto

Kelley's Day

*ブレイヴエストローマン(USA)

コンパルシチー

Caro

Ride the Trails

Pia Star

Soonerland

*テスコボーイ(GB)

*ソシアルバターフライ(USA)

*シルバーシヤーク(IRE)

*ビバドンナ(GB)

*サンデーサイレンス(USA)

*ニキーヤ(USA)

*ブライアンズタイム(USA)

ヘップバーンシチー

Cozzene

Star Gem

トウシヨウボーイ

セリナトウシヨウ

ダーリントウショウ　
鹿毛　1990

*スターオブコジーン(USA)　
黒鹿毛　1988

エミネントシチー　
鹿毛　1998

ゴールドアリュール　
栗毛　1999

エスポワールシチー　
栗毛　2005

ストームトウショウ　
鹿毛　2004

5代までのクロス：Hail to Reason：S5×S5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

26,000
1,300

生産牧場 坂本 春雄
栗東・安達昭夫
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Hosho Valen 2020
父 ダンカーク　牡　鹿毛　2020年3月28日生04 ホウショウバレンの2020

Pedigree

父ダンカークは、種牡馬として期待されたほどの結果を出せてお
りません。背も胴も長すぎるので、それを受け継いだ産駒は、その
せいでスピードが殺されてしまうのではないかと考えております。
本馬は、父に比べると詰まった体型をしており、その中に筋肉が
がっちり詰まっておりますので、見た目より体重が乗っています。
今後成長して体型的に整ってくれば、かなり見映えもする良馬と
なるでしょう。ダート中距離で息長い活躍を期待しています。

ホウショウバレン（12 鹿ネオユニヴァース）［南関東］９勝
　　　　　　　初仔

*ホウショウルビー（03 鹿＊デザートキング）４勝，エーデルワイスＳ，岩室温泉特別２着，
　　　　　　　苗場特別２着，ブラジルＣ３着
 ホウショウザクラ（10 牝*ファンタスティックライト）［兵庫］１勝［高知］１勝
 マリエラ（13 牡*キンシャサノキセキ）２勝，中京日経賞３着，現役［南関東］入着３回
 ホウショウナウ（15 牡ゴールドアリュール）現役５勝，京葉Ｓ－L ３着，
　　　　　　　ジャニュアリーＳ－OP，天王山Ｓ－OP ２着（２回），
　　　　　　　ポラリスＳ－OP ３着，御影Ｓ，etc.

*ゲイリーフィールド（98 栗Crafty Prospector）不出走
 *タツアキコ（06 牝Bluegrass Spirit）［岩手］３勝［石川・広島］入着３回［南関東］
 ジェシーズジャコモJesse's Giacomo（10 牝Giacomo）USA７勝
 イースタンスカイEastern Sky（14 牝Invasor）USA２勝
 Crafty Ike（16 センIcon Ike）現役USA２勝

イナカInaka（92 鹿Ballad Rock）IRE入着
　［子］ *ゲイリースティング（00 牡Lure）４勝，山陽特別，背振山特別，大森浜特別，etc.，
　　　　　　　［北関東］１勝［東海］
  *タツショウワ（09 牡Sharp Humor）１勝
  *ホウショウルアー（04 牝Lure）［岩手］２勝
  *ゲイリーゼフィール（99 牝Woodman）入着４回，
　　　　　　　［北関東］１勝［兵庫］入着３回［岩手・南関東］
  アリヴィラAlivila（07 牝Monashee Mountain）USA２勝
  ルアードオヴザリングズLured of the Rings（01 センLure）USA１勝

母母ホウショウルビーはJRA4勝。産駒にJRA5勝のオープン馬
ホウショウナウがいます。英G1ミドルパークSのMister Majestic、
仏G1パリ大賞のHomme de Loiなども同牝系。父ダンカークは
日本では3世代の産駒を送り出していますが、メイショウテンス
イ、マイネルアルケミー、シークレットラン、キタイ、ペオースと様々
なタイプのオープン馬を輩出しています。ダンカーク×ネオユニ
ヴァースはJRA現役2勝ハイパーステージと同じ。本馬は
UnbridledとCrafty Prospectorを通じてMr.ProspectorとIn 
Realityのクロスをもちますが、この配合パターンにはタガノディ
グオ（交流G2兵庫チャンピオンシップ）やグッドラックサマー

（JRA4勝）などがおり、ダ中距離での活躍が目立ちます。本馬も
ダンカークの牡駒としてはペオース（ダ1700～1800ｍで4勝）や
ハイパーステージ（ダ1700～1800ｍで2勝）に似たタイプと考え
られ、ダート中距離をパワーと粘りで走るタイプでしょう。古馬に
なっての成長力にも期待できます。

Killaloe
Le Fabuleux
Charedi
*フオルテイノ(FR)
Chambord
Lucky Mel
Incantation
Bold Reasoning
My Charmer
Secretariat
Lassie Dear
Raise a Native
Sweet Tooth
Con Brio
Apolinea
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sharpen Up
Doubly Sure
Shantung
Boulevard
Danzig
Razyana
Nureyev
Dish Dash

Real Crafty Lady
Ballad Rock
Our Village

Mr. Prospector

Mr. ProspectorFappiano

Gana Facil

Caro

Lucky Spell

Seattle Slew

Weekend Surprise

Alydar

Miss Eva

Halo

Wishing Well

Kris

Silken Way

*デインヒル(USA)

Sabaah

Crafty Prospector

Inaka

Unbridled

Trolley Song

A.P. Indy

Private Status

*サンデーサイレンス(USA)

*ポインテッドパス(GB)

*デザートキング(IRE)

*ゲイリーフィールド(USA)

*ホウショウルビー(USA)
鹿毛　 2003

ネオユニヴァース
鹿毛　2000

Secret Status
栗毛　1997

Unbridled's Song
芦毛　1993

*ダンカーク(USA)
芦毛　2006

ホウショウバレン
鹿毛　2012

5代までのクロス：Mr. Prospector：S5×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

4代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

18,000
900

生産牧場 築紫　洋
栗東・羽月友彦
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Sieversia 2020
父 ビッグアーサー　牡　芦毛　2020年4月12日生05 シーヴァージアの2020

Pedigree

父ビッグアーサーは、サクラバクシンオーと体型があまり似ていま
せん。そのため種牡馬としてどんな産駒を出すのか、慎重に見て
おりました。動きが硬く重い産駒が多くなるのではと心配もありま
したが、見た目よりも軽く動く産駒が多いようです。本馬は、父に
似た雰囲気を持っており、コンパクトな骨格に筋肉がぎゅっと詰
まっている印象です。そのため仕上がりには時間がかからないと
思われ、夏の北海道開催からどんどん使っていきたいと考えてい
ます。

シーヴァージア（11 芦*クロフネ）出走
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
 シーアイリス（16 牝芦マツリダゴッホ）［佐賀］２勝
 リリーミニスター（17 セン芦*シニスターミニスター）現役２勝，弥富特別（Ｄ1800）３着
 サンデンビスタ（18 牝鹿*トビーズコーナー）現役［東海］３勝

フラワータテヤマ（94 鹿*ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ－OP，大和特別，上賀茂Ｓ２着，
　　　　　　　萌黄賞２着，etc.，［南関東］入着［北海道］，スパーキングＬＣ－Jpn3 ３着
 ヴァンクルタテヤマ（02 牡*フォーティナイナー）６勝，プロキオンＳ－G3，
　　　　　　　栗東Ｓ－L ２着，etc.，［佐賀］２勝［北海道］,１勝［南関東］入着２回
　　　　　　　［高知・兵庫］，サマーＣｈ－Jpn3（２回），北海道スプリントＣ－Jpn3，
　　　　　　　東京盃－Jpn2 ３着（２回）
 シャトルタテヤマ（04 牝*タイキシャトル）３勝，まりも特別，知多特別２着，
　　　　　　　つわぶき賞２着，みちのく特別３着
 ウィークタテヤマ（05 牡スペシャルウィーク）［東海］８勝
 タテヤマキセキ（06 牡フジキセキ）入着２回，［南関東］７勝［東海］
 トーセンスタッフ（08 牝*アフリート）２勝，［南関東］１勝
 エスティタテヤマ（09 牡*マイネルラヴ）［南関東］２勝

ワンボールドビツド（85 鹿*ノーザンテースト）不出走
 クイーンギャロップ（99 牝*アルカング）［岩手］５勝，ひまわり賞３着
 モエレギャロップ（01 牡*マジックマイルズ）［石川］２勝，サラブレッドフレッシュＣ３着

JRA現役2勝リリーミニスターの半弟。母母フラワータテヤマは
JRA6勝のオープン馬で、産駒にプロキオンSなどダート重賞4勝
のヴァンクルタテヤマがいます。3代母ワンボールドビッドは天皇
賞馬ギャロップダイナの全妹。父ビッグアーサーはサクラバクシン
オーの後継種牡馬で高松宮記念の勝ち馬で、産駒はガッチリし
た体つきのパワー型が多い印象です。本馬はノーザンテースト
4×4のクロスをもち、母父父がフレンチデピュティなので、なおの
ことパワー型に振れる可能性が高いでしょう。ノーザンテーストと
フレンチデピュティは血脈構成が似ているので、互いのパワーの
要素が伝わりやすいのです。たとえばフレンチデピュティの血を引
く繁殖にノーザンテースト4×3のオルフェーヴルを配すると、マル
シュロレーヌ、ヘリオス、アルドーレとダートのオープン馬が続出
します。フラワータテヤマの孫でもありますから、ダ短距離のパ
ワーに注目したい配合といえますね。

Princely Gift
Suncourt
*ネヴアービート(GB)
スターハイネス

Lady Victoria
 Ambiopoise
One Clear Call
Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble

Fairy Bridge
Liloy
Rescousse
Vice Regent
Mint Copy
Hold Your Peace
Laredo Lass
Pago Pago
Classic Perfection
Icecapade
*コレラ(USA)
Hail to Reason
Bramalea
Graustark
Golden Trail

Lady Victoria
*エルセンタウロ(ARG)
*デイープデイーン(USA)

Northern Dancer

Northern Dancer

Northern Dancer

*テスコボーイ(GB)

アンジエリカ

*クリアアンバー(USA)

Mr. Prospector

Miesque

Sadler's Wells

Reloy

Deputy Minister

Mitterand

Classic Go Go

Eliza Blue

Roberto

Kelley's Day

アスコツトラツプ

*ノーザンテースト(CAN)

*ノーザンテースト(CAN)

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

Kingmambo

Relish

*フレンチデピュティ(USA)

*ブルーアヴェニュー(USA)

*ブライアンズタイム(USA)

ワンボールドビツド

フラワータテヤマ
鹿毛　1994

*クロフネ(USA)
芦毛　1998

*シヤボナ(USA)
鹿毛　2005

サクラバクシンオー
鹿毛　1989

ビッグアーサー
鹿毛　2011

シーヴァージア
芦毛　2011

5代までのクロス：ノーザンテースト(CAN)：S4×M4 Northern Dancer：S5×S5×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

18,000
900

生産牧場 高橋ファーム
栗東・池添兼雄
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Tosen Jewel 2020
父 カレンブラックヒル　牡　栗毛　2020年4月17日生06トーセンジュエルの2020

Pedigree

父カレンブラックヒルは、ダイワメジャーの産駒でありながら、大
きな馬ではありません。そのため産駒を見て回ると、かなり小さい
産駒も目立ちます。しかし、産駒は芝ダートを問わず非常に堅実
に走る傾向があり、ある程度体つきのしっかりした馬を選んでお
けば、外れは少ないと言えます。本馬は、父に似た良い体型をして
おり、すらっとしているように見えますが、幅があってダートでもこ
なせる馬と見ています。活躍できる領域は広い馬となりそうです。

トーセンジュエル（16 鹿ヴィクトワールピサ）出走
　　　　　　　初仔

*ローズジプシー（98 鹿Green Desert）GB・FR・IRE２勝，
　　　　　　　仏1000ギニー－G1，Athasi S－L ２着，Round Tower S－L ３着
 チャイニーズマンダリンChinese Mandarin（03 牡 Kingmambo）IRE・SWE・DEN７勝，
　　　　　　　スカンディナヴィアオープンCh．－G3，スカンディナヴィアオープンＣｈ．－G3 ２着，
　　　　　　　Skanska Faltrittklubbens Jubileums－L ２着，種牡馬
 オールインオーダーAll in Order（05 牝Kingmambo）FR２勝
 ローズカットRose Cut （07 牝Montjeu）不出走
  　セカトゥールSecateur（12 センDanehill Dancer）GB・FR・AUS２勝，
　　　　　　　Noel Murless S－L ２着
 *ジプシーハイウェイ（08 牝High Chaparral）FR２勝，ミエスク賞－G3 ２着，
　　　　　　　P.Luth Enchantee－L ３着
  　アマルフィコースト（15 牝ダイワメジャー）２勝，阪神牝馬Ｓ－G2 ２着，
　　　　　　　京都牝馬Ｓ－G3 ３着，ファンタジーＳ－G3 ３着，ポートアイランドＳ－L ３着，
　　　　　　　中京２歳Ｓ－OP，etc.
  　コルデトゥリーニ（16 牝ダイワメジャー）１勝，つわぶき賞３着
  　ミステリーウェイ（18 セン ジャスタウェイ）現役１勝，タイランドＣ２着
 ジプシーマイラブ（09 牝Manduro）１勝
 ロゼプレミアム（10 牝ネオユニヴァース）［東海］１勝［高知・石川］
 ナリタピクシー（13 牝ヴィクトワールピサ）２勝，西海賞３着

クリサリアKrisalya（86 鹿Kris）GB１勝
 クリスタルカヴァーンCrystal Cavern（92 牝Be My Guest）GB・USA３勝
  　クリスタルスターCrystal Star（00 牝Mark of Esteem）GB・FR２勝，
　　　　　　　Radley S－L，フレッドダーリングＳ－G3 ２着
  　　　クリスタルカペラCrystal Capella（05 牝Cape Cross）GB・FR・HKG８勝，
　　　　　　　　プリンセスオヴウェイルズＳ－G2，プライドＳ－G2（２回），ミドルトンＳ－G3，etc.
  　　　ヒルスターHillstar （10 牡Danehill Dancer）GB・CAN・UAE４勝，
　　　　　　　　カナディアンインターナショナルＳ－G1，キングエドワード七世Ｓ－G2，
　　　　　　　　ニューベリーアークトライアル－G3，etc.，種牡馬
  　　　Crystal Zvezda（12 牝Dubawi）GB２勝，Newbury Fillies' Trial S－L，
　　　　　　　　Lyric S－L ２着，Pride S－L２着
  　　　クリスタルオーシャンCrystal Ocean（14 牡Sea The Stars）GB８勝，
　　　　　　　　プリンスオヴウェイルズＳ－G1，ハードウィックＳ－G2，
　　　　　　　　ゴードンリチャーズＳ－G3（２回），etc.，種牡馬
  　ワイラWaila（10 牝Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S－L，Silver Cup－L ２着，　
　　　　　　　Pontefract Castle S－L ２着，etc.
 Day Star（96 牝Dayjur）GB１勝
  　Skylla（07 牝Kyllachy）GB２勝，Ripon Champion 2－Y－O Trophy－L ２着

母トーセンジュエルは骨折のため1戦のみで引退しましたが、そ
の全姉ナリタピクシーはJRA2勝と能力を見せました。母母ロー
ズジプシーは仏1000ギニー(仏G1･芝1600m)勝ち馬で、孫に
オープンで活躍したアマルフィコースト(阪神牝馬S2着)がいます。
父カレンブラックヒルはダイワメジャーの代表産駒でNHKマイル
Cの勝ち馬。前記アマルフィコーストの父もダイワメジャーなので、
本馬とアマルフィコーストは父系と母系が同じ配合です。また母
がKris4×3のクロスをもつ点も共通します。母父ヴィクトワールピ
サは有馬記念や皐月賞に勝った名中距離馬で、母系に入って優
秀な血Machiavellianを母父にもつため、肌に回って有能と考
えられ、実際ヴィクトワールピサの肌はJRAにおいて高い勝ち馬
率をマークしています。カレンブラックヒルの産駒は仕上がりその
ものは早く、2歳時から動くものも出ていますが、出世する産駒は
古馬になってもう一皮むけるケースが多いので、本馬も長く楽し
めるマイラーとして期待したいですね。

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower

Lady Victoria
Crimson Satan
Consentida
Fappiano
Gana Facil
Drone
Chateaupavia
Storm Bird
Terlingua
Great Nephew
Tananarive
Halo
Wishing Well

Silken Way
Mr. Prospector
Coup de Folie
Bustino
Short Rations

Pas de Nom
Sir Ivor
Courtly Dee
Sharpen Up
Doubly Sure
Sassafras
Valya

Northern Dancer

Kris

Northern Dancer

Halo

Wishing Well

*ノーザンテースト(CAN)

*スカーレツトインク(USA)

Unbridled

Buzz My Bell

Storm Cat

Mrs. Penny

*ポインテッドパス(GB)

Machiavellian

Much Too Risky

Danzig

Foreign Courier

Sassalya

Kris

*サンデーサイレンス(USA)

スカーレットブーケ

Grindstone

Penny's Valentine

ネオユニヴァース

*ホワイトウォーターアフェア
 (GB)

Green Desert

Krisalya

*サンデーサイレンス(USA)

*ローズジプシー(GB)
鹿毛　1998

ヴィクトワールピサ
黒鹿毛　2007

*チャールストンハーバー
 (USA)
鹿毛　1998

ダイワメジャー
栗毛　2001

カレンブラックヒル
黒鹿毛　2009

トーセンジュエル
鹿毛　2016

5代までのクロス：サンデーサイレンス(USA)：S3×M4 Kris：M4×M5 Northern Dancer：S5×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

17,000
850

生産牧場 村上 雅規
美浦・奥村 武
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Samba Whistle 2020
父 ラニ　牡　栗毛　2020年4月21日生07 サンバホイッスルの2020

Pedigree

サンバホイッスルの産駒は、父が何であっても、基本的にはサウス
ヴィグラスに似た雰囲気へと成長してきます。産駒も堅実に走っ
てくれますので、毎年それなりの期待感を持たせてくれます。本馬
は全兄のアピートより大きく育っています。ダートしか走れません
ので、小さいよりは大きいに越したことはありません。迫力のある
大きなトモから繰り出されるであろうスピードで、短距離のダート
を駆け抜けてくれることでしょう。

サンバホイッスル（08 鹿*サウスヴィグラス）１勝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－４（42）〕
 ヒルプリンセス（12 牝黒鹿*ヴリル）入着，［東海］７勝［南関東］入着８回
 スティルプリンス（13 牡鹿ショウナンカンプ）１勝，［岩手］22勝［南関東］
 サンバダンサー（14 牝栗アドマイヤマックス）１勝
　　　　ラニサンバダンサー（19 牝*ラニ）現役［岩手］１勝［北海道］
 サウスアメリカン（15 牡鹿アドマイヤマックス）現役
　　　　　　　［高知］入着２回［南関東］６勝［石川］２勝［東海］，百万石賞（Ｄ2100）
 サンバパレード（16 牝栗アドマイヤマックス）１勝
 パシスタ（17 牡栗スズカフェニックス）現役［石川］５勝
 アピート（19 牡鹿*ラニ）現役出走

チャームカーニバル（01 鹿*アサティス）１勝
 ハニーパイ（10 牝*サウスヴィグラス）［北海道］３勝［兵庫］入着［南関東］
　　　　　　　エーデルワイス賞-Jpn3，兵庫ジュニアGP-Jpn2 3着，
　　　　　　　リリーC，フローラルC2着，NAR優2牝
　　　　サトノユニゾン（15 セン*シニスターミニスター）３勝，現役地方未出走
　　　　ウィズジョイ（16 牝ヴィクトワールピサ）［岩手］２勝［南関東］入着，ビギナーズＣ３着
　　　　ラブミードール（19 牝コパノリッキー）現役［北海道］２勝
 スリーチアサウス（11 牝*サウスヴィグラス）１勝
 キタイノホシ（12 牡*サウスヴィグラス）［北海道］１勝［南関東］１勝
 ミディ（13 牝*サウスヴィグラス）１勝
 インザネイビー（15 牝スズカマンボ）現役［南関東］１勝［北海道］２勝
 ブルベアエーカー（17 牡スズカコーズウェイ）現役［佐賀］３勝［東海］２勝

リップスティック（86 黒鹿*キヤタオラ）不出走
 ハナノカオリ（92 牝*アサティス）入着，［新潟］１勝［佐賀］10勝［熊本］１勝［南関東］入着3回
 カミワザ（96 牡*アサティス）３勝，［北海道］４勝，栄冠賞３着
 サクセスリップ（02 牝*グレートサクセス）１勝，［高知］２勝［南関東］入着［東海・岩手］
 グランドフェロー（04 牝*アサティス）［高知］５勝［兵庫］

母サンバホイッスルはJRA1勝（ダ1200m）で、その全妹ハニーパ
イはエーデルワイス賞に勝ったNAR最優秀2歳牝馬。サウスヴィ
グラス×アサティスはグランド牧場オハコのダート黄金配合で、他
にもラブミーチャン、タイニーダンサー、ストロングハートといった
交流重賞勝ち馬が出ています。そんな血統背景をもつだけにサン
バホイッスルも繁殖として有能で、これまでJRAに7頭の産駒が出
走し3頭が勝ち馬となっています。アドマイヤマックスやショウナン
カンプといった短距離型の種牡馬が配されてきましたが、サンバ
ホイッスルのような短距離血統の繁殖には中距離型の種牡馬を
配するのがセオリー。ちなみに母父サウスヴィグラスで最も賞金
を稼いでいるヒカリオーソ（川崎記念2着）は父フリオーソ、アベニ
ンドリーム（北海道2歳優駿2着）は父オンファイアで、ともに中距
離の交流重賞で好走しています。本馬の父ラニはアウォーディー
の弟でベルモントS3着の中距離馬。母のスピードでダート
1800mを先行する配合で、サンバホイッスルの仔としてはベスト
の活躍を期待できそうです。

Seattle Slew
Weekend Surprise

Narrate
Fappiano
Gana Facil
Nijinsky
Moon Glitter
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower

Fairy Bridge
Ribot
Natashka

File
Dance Spell
Witching Hour
Naskra
Candle Star
Cornish Prince
English Harbor

Drumtop
Graustark
Numbered Account
Never Bend
Silent Beauty
アローエクスプレス
イスズヒメ

Northern Dancer

Mr. Prospector

Northern Dancer

Mr. Prospector

A.P. Indy

Preach

Unbridled

Ruby Slippers

Halo

Wishing Well

Sadler's Wells

Arkadina

*フォーティナイナー(USA)

Broom Dance

Star de Naskra

Minnie Riperton

Topsider

Secret Asset

*キヤタオラ(USA)

イスズアロー

Pulpit

Tap Your Heels

*サンデーサイレンス(USA)

*ファーストアクト(IRE)

*エンドスウィープ(USA)

*ダーケストスター(USA)

*アサティス(USA)

リップスティック

チャームカーニバル
鹿毛　2001

*サウスヴィグラス(USA)
栗毛　1996

ヘヴンリーロマンス
鹿毛　2000

Tapit
芦毛　2001

*ラニ(USA) 
芦毛　2013

サンバホイッスル
鹿毛　2008

5代までのクロス：Mr. Prospector：S5×M5 Northern Dancer：S5×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

16,000
800

生産牧場 川島 正広
栗東・浜田多実雄
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Bubble with Joy 2020
父 アジアエクスプレス　牡　栗毛　2020年5月12日生08バブルウィズジョイの2020

Pedigree

父アジアエクスプレスは、まだ目立った活躍馬を輩出しておりま
せんが、初年度（2018年産）産駒の勝ち上がりは、比較的良かっ
たかと思います。印象としては、父に似た雄大な馬が走る傾向に
あるかと感じております。本馬は、すでに500kgほどある大型馬で
す。しかし脚元には狂いがなく、大きさに由来するリスクは少ない
と思われます。大型馬特有の緩さがありますので、早期デビュー
は難しいでしょうが、デビュー後は持てるパワーを発揮してくれる
ことでしょう。

バブルウィズジョイ（14 芦ダイワメジャー）出走
　　　　　　　初仔

バブリームード（07 芦*クロフネ）不出走
 スギノゼウス（11 牡フジキセキ）入着２回，［北海道］６勝［南関東］
 インザバブル（13 牡＊キンシャサノキセキ）３勝，三浦特別３着
 バブリーバローズ（15 牡ステイゴールド）１勝
 バブリーダンス（16 牝ゴールドアリュール）現役［南関東］３勝

*バブルドリーム（93 鹿Akarad）不出走
 ジュヌドリームJeune Dream（99 牡Jeune Homme）ITY５勝，P.Merano－L，
　　　　　　　P.Giuseppe De Montel－L ２着，P.Botticelli－L ３着
 *ラヴアンドバブルズ（01 牝Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞－G3，
　　　　　　　Criterium De Languedoc－L，クレオパトル賞－G3 ２着，etc.
 　　ラヴインザダーク（06 牝ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ
 　　ハブルバブル（08 牝ディープインパクト）１勝，フラワーＣ－G3 ２着
 　　ディープブリランテ（09 牡ディープインパクト）３勝，日本ダービー－G1，
　　　　　　　東スポ杯２歳Ｓ－G3，皐月賞－G1 ３着，etc.，種牡馬
 　　ゼウスバローズ（11 牡ディープインパクト）４勝，調布特別，日本海Ｓ２着，
　　　　　　　宮崎特別２着，etc.
 　　ラヴアンドドラゴン（13 牝ディープインパクト）２勝，城崎特別，三面川特別３着
 ブルーリッチ（04 牡ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ－OP ３着

JRA3勝インザバブルの甥で、3代母バブルドリームの孫にはダー
ビー馬ディープブリランテやフラワーC2着ハブルバブルがおり、
天皇賞秋のバブルガムフェローや菊花賞のザッツザプレンティな
ども同牝系です。本馬のように母系にクロフネの血を引くアジアエ
クスプレス産駒はJRAに1頭だけ出走しており、そのキミワテルは
すでに2勝をあげています。クロフネの父フレンチデピュティを母
系にもつアジアエクスプレス産駒も、JRAに3頭が出走し、キモン
ブラウン（現役2勝）、メディーヴァル（現役1勝）、前出キミワテル
（現役2勝）と全て勝ち馬。もともとヘニーヒューズはフレンチデ
ピュティ～クロフネのラインと相性が良く、息子のアジアエクスプ
レスにも同様の傾向がみられます。またアジアエクスプレス×ダイ
ワメジャーもJRAに1頭だけ出走例があり、そのニシノミズカゼは
2戦目にダートで勝ち上がりました。様々な角度からみて、ダート
のマイラーとして信頼度の高い配合と言うことができます。

Storm Bird
Terlingua
Hawaii
T.C. Kitten
Hold Your Peace
Suspicious Native
Hagley
Short Winded
Caro
Ride the Trails
Orsini
Revada
Well Decorated
Mobcap

River Crossing
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Northern Dancer
Lady Victoria
Crimson Satan
Consentida

Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue
Labus
Licata
Miswaki
*バブルカンパニー(FR)

Deputy Minister

Deputy Minister

Storm Cat

Island Kitty

Meadowlake

Shortley

Cozzene

Fruhlingstag

Notebook

Deputy's Mistress

Halo

Wishing Well

*ノーザンテースト(CAN)

*スカーレツトインク(USA)

*フレンチデピュティ(USA)

*ブルーアヴェニュー(USA)

Akarad

*バブルプロスペクター(USA)

*ヘネシー(USA)

Meadow Flyer

Running Stag

Backatem

*サンデーサイレンス(USA)

スカーレットブーケ

*クロフネ(USA)

*バブルドリーム(FR)

バブリームード
芦毛　2007

ダイワメジャー
栗毛　2001

*ランニングボブキャッツ
(USA)
鹿毛　2002

*ヘニーヒューズ(USA)
栗毛　2003

*アジアエクスプレス(USA)
栗毛　2011

バブルウィズジョイ
芦毛　2014

5代までのクロス：Deputy Minister：S5×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

16,000
800

生産牧場 織田 正敏
栗東・高橋康之
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Starry Orange 2020
父 フリオーソ　牡　栗毛　2020年4月9日生09スターリーオレンジの2020

Pedigree

父フリオーソはダートでは活躍馬を輩出しているイメージがあり
ますが、正直JRAではかなり苦戦しています。JRAの競馬ではス
ピード負けするような印象です。本馬は母父にサウスヴィグラスが
おり、スピード負けしない下地があります。実際に動きを見ていた
だければ、筋肉の力強さ、そしてバネを感じられるのがわかると思
います。筋肉はサウスヴィグラスの強靭さよりも、ブライアンズタイ
ムの柔軟性を感じますので、比較的距離の融通も効くのではな
いかと思われます。

スターリーオレンジ（11 栗*サウスヴィグラス）［東海］交流１勝［北海道］入着３回
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
 スペースコロニー（16 牡栗タイムパラドックス）入着，［南関東］１勝［東海］入着
 ファシノーザ（17 牝栗タイムパラドックス）現役［兵庫］４勝
 アナシュカ（18 牝鹿リヤンドファミユ）現役［兵庫］２勝
 ナイフレスト（19 牝芦*ラニ）現役［岩手］出走［北海道］入着

*ゲイングローリー（00 栗Mt. Livermore）１勝，仁山特別３着
 タリスマン（08 牝リンカーン）［兵庫］１勝［北海道］入着２回［広島］
 パールスノー（09 牝*ロージズインメイ）［兵庫］１勝
 マイネルゲイナー（10 牡ゴールドアリュール）入着２回，［南関東］１勝

カリフォルニアラッシュCalifornia Rush（92 栗*フォーティナイナー）USA３勝，
　　　　　　　Pimlico Nobiliary S ３着
 *グランツスワン（99 牡Capote）３勝，大津特別３着
   シャスタティーShasta T（02 牝Forestry）USA１勝
 　　ウープズヴィルスルーOopsville Slew（08 牝Evansville Slew）USA１勝，
　　　　　　　Ladies On The Lawn S－R ２着

ヘレンスカHelenska（84 鹿Nijinsky）USA４勝，
　　　　　　　ヴァインランドＨ－G3，Golden Isles S－R
　［子］ プライヴェトパスートPrivate Pursuit （94 牝Private Account）USA４勝，
　　　　　　　アルシバイアディズＳ－G2 ３着，Opening Bid S－R ２着，
　　　　　　　My Charmer S－L ３着，etc.
　　　 バテンキルBattenkill（97 牝Rahy）USA４勝，Twixtslusive H－L ２着，
　　　　　　　レイクジョージＳ－G3 ３着，Beautiful Day S３着
　［孫］ ウォーキルWar Kill（06 牝War Chant）USA４勝，ボーモントＳ－G2

母スターリーオレンジはJRA交流1勝（ダ1400m）。サウスヴィグ
ラス産駒でフォーティナイナー3×3のクロスをもち、血統どおり
ダート短距離でスピードを発揮しました。牝祖Helenskaはヴァイ
ンランドH（米G3･芝11F）勝ち馬で、孫にボウモントS（米G3･ダ
7F）のWar Killがいます。フリオーソ×サウスヴィグラスは東京ダー
ビーに勝ち川崎記念2着のヒカリオーソと同じ。フリオーソはフォー
ティナイナー系の繁殖牝馬とニックスで、JRA5勝のオープン馬タ
イキフェルヴールは母父がAny Given Saturday、みやこSとシリ
ウスSで3着のエイコーンは母父がアドマイヤムーン、高知のチャン
ピオンでダービーグランプリ2着のフリビオンも母父エンドス
ウィープです。サウスヴィグラスの肌も中距離型種牡馬との配合が
よく走っています。ダート1800mを母のスピードで先行し、父のパ
ワーとスタミナで踏ん張る脚質になりそうで、成長力に定評がある
フリオーソ牡駒ですから長く楽しめる馬でもあるでしょう。

Turn-to
Nothirdchance

Rarelea
Ribot
Flower Bowl
Hasty Road
Sunny Vale
Native Dancer
Raise You

Sequence
Northern Dancer
Special
Riverman
Trillion

File
Dance Spell
Witching Hour
Naskra
Candle Star
Cornish Prince
English Harbor
Red God
Runaway Bride
Crimson Satan
Royal Rafale

File
Nijinsky
In the Offing

Mr. Prospector

Mr. Prospector

Nashua

Nashua

Hail to Reason

Bramalea

Graustark

Golden Trail

Raise a Native

Gold Digger

Nureyev

Barger

Broom Dance

Star de Naskra

Minnie Riperton

Blushing Groom

Flama Ardiente

Helenska

*フォーティナイナー(USA)

*フォーティナイナー(USA)

Roberto

Kelley's Day

Baya

*エンドスウィープ(USA)

*ダーケストスター(USA)

Mt. Livermore

California Rush

Mr. Prospector

*ゲイングローリー(USA)
栗毛 2000

*サウスヴィグラス(USA)
栗毛 1996

*ファーザ(USA)
栗毛 1995

*ブライアンズタイム(USA)
黒鹿毛 1985

フリオーソ
栗毛　2004

スターリーオレンジ
栗毛　2011

5代までのクロス：Mr. Prospector：S3×M5×M5 フォーティナイナー(USA)：M4×M4 Nashua：S5×S5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

4代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

16,000
800

生産牧場 岡野牧場
栗東・宮本 博
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Mdina 2020
父 ビーチパトロール　牡　鹿毛　2020年3月19日生10 イムディーナの2020

Pedigree

輸入種牡馬ビーチパトロールの初年度産駒になります。ビーチパ
トロールは中距離での実績を残しており、本馬も中距離タイプの
スラっとした馬体をしておりますが、胸前やトモの筋肉は目立って
おり、運動神経は抜群です。ただ現状、食べたものが十分身に
なっておらず、馬体の薄さが気になります。今後成長に伴い、そう
いった部分が解消されてくれば、全体的に見映えのする馬になっ
てくるでしょう。成長を見守っていただきたいと思います。

イムディーナ（10 栗スペシャルウィーク）入着
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
 ワンダーヴァレッタ（16 牡栗*グラスワンダー）１勝，現役［高知］未出走［南関東］出走
 サラベティ（17 牝鹿*ベーカバド）現役［兵庫］６勝［北海道］１勝［東海］
 ビクトリーサイト（18 牡鹿*プリサイスエンド）現役［南関東］２勝

*マルターズヒート（01 栗Old Trieste）３勝，フェアリーＳ－Jpn3，
　　　　　　　フィリーズレビュー－Jpn2 ２着，ファンタジーＳ－Jpn3 ３着，
　　　　　　　エルフィンＳ－OP，障害１勝
 ホットサマーデイ（08 牝*アポインテッドデイ）１勝，大牟田特別２着，土湯温泉特別３着
 ジョーヌダンブル（11 牝*アグネスデジタル）１勝
 マルターズアポジー（12 牡*ゴスホークケン）８勝，関屋記念－G3，小倉大賞典－G3，
　　　　　　　福島記念－G3，中山記念－G2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞－G3 ３着，
　　　　　　　etc.，種牡馬
 マサキノテソーロ（14 牡*アイルハヴアナザー）２勝，［佐賀］３勝
 ヒートライトニング（17 牝*アイルハヴアナザー）現役２勝
 ゴスホーククレスト（18 牡*ゴスホークケン）現役［北海道］３勝

ヒートイズオンHeat Is On（96 栗*サンシャインフォーエヴァー）不出走
 *シベリアンヒート（03 牡Unbridled's Song）２勝，
　　　　　　　白河特別３着，まりも特別３着，米山特別３着

バーブズダンサーBarbs Dancer（71 栗Northern Dancer）USA５勝，Mill Race H２着
　［子］ アイロEillo（80 牡Mr. Prospector）USA12勝，ＢＣスプリント－G1，
　　　　　　　Chief Pennekeck H－L，Hialeah Sprint Championship H－L，etc.
　　　 ルーラーズダンサーRuler's Dancer（78 牝Irish Ruler）USA８勝，Pinafore S，
　　　　　　　Really Mean S２着，Sensational S２着，etc.
　　　 エリーマイラヴEllie Milove（77 牝Dr. Fager）USA２勝，
　　　　　　　アーリントンワシントンラッシーＳ－G2 ２着
　　　 サムエムSam M.（81 牡 Mr. Prospector）GB・USA３勝，Cecil Frail H－L ３着，
　　　　　　　種牡馬

JRA1勝ワンダーヴァレッタの半弟。母母マルターズヒートはフェ
アリーSに勝ちフィリーズレビュー2着と桜花賞路線で大活躍しま
した。母としても関屋記念など重賞3勝のマルターズアポジーを
産んでいます。父ビーチパトロールは現役時はセクレタリアトS

（米G1･芝10F）など北米の芝中距離G1を3勝しましたが、オー
ルラウンドなKingmamboの父系ですから、産駒はダートもマイ
ルも走るでしょう。本馬の配合でまず注目できるのは、Charming 
Lassie≒A.P.Indyの3/4同血クロス3×4です。この名血クロスを
もつ馬はこれまでJRAに8頭が出走し、レガーロ（全日本2歳優駿
2着）、アポロビビ（現役5勝、オープン特別勝ち）、ストームガスト

（現役3勝）、アポロセイラン（現役1勝）の4頭が活躍しています。
全体にダートをストライドで走るような血を活かした配合になっ
ており、兄ワンダーヴァレッタも東京ダートで勝ち上がっています
から、本馬も広い東京ダートが主戦場になるでしょう。

Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
Bold Reasoning
My Charmer
Buckpasser
Gay Missile

Killaloe
Dr. Fager
Quiet Charm
Timeless Moment
Head Off
Clever Trick
Swoonlow
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Nijinsky
*シル(USA)
*セントクレスピン(GB)
ミスアシヤガワ

Weekend Surprise
Vigors
Linda Summers
Roberto
Outward Sunshine
Northern Dancer
Periodista

Seattle Slew

Mr. Prospector

Miesque

Lassie Dear

Fappiano

Demure

Timeless Native

Clever But Costly

Halo

Wishing Well

マルゼンスキー

レデイーシラオキ

A.P. Indy

Lovlier Linda

*サンシャインフォーエヴァー(USA)

Barbs Dancer

Seattle Slew

Mr. Prospector
Kingmambo

Charming Lassie

Quiet American

Clever Bertie

*サンデーサイレンス(USA)

キャンペンガール

Old Trieste

Heat Is On

*マルターズヒート(USA)　
栗毛　2001

スペシャルウィーク　
黒鹿毛　1995

Bashful Bertie　
鹿毛　2007

Lemon Drop Kid　
鹿毛　1996

*ビーチパトロール(USA)　
黒鹿毛　2013

イムディーナ　
栗毛　2010

5代までのクロス：Mr. Prospector：S4×S5 Seattle Slew：S4×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

4代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

14,000
700

生産牧場 村上牧場
美浦・中川公成
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Samba Dancer 2020
父 タイセイレジェンド　牡　栗毛　2020年5月24日生11 サンバダンサーの2020

Pedigree

父タイセイレジェンドは数少ない産駒の中から、今年エーデルワ
イス賞の勝ち馬を輩出しました。キングカメハメハ産駒の短距離
型というような体型をしており、現在はホッコータルマエが産駒の
活躍で目立っておりますが、決して劣らぬポテンシャルを秘めて
いると考えています。本馬は、まだ馬体が幼いですが、父譲りのト
モは目立っており、全体の骨格が完成してくれば、父に似た立派
なダート短距離馬に変貌することでしょう。

サンバダンサー（14 栗アドマイヤマックス）１勝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
 ラニサンバダンサー（19 牝栗*ラニ）現役［岩手］１勝［北海道］

サンバホイッスル（08 鹿*サウスヴィグラス）１勝
 ヒルプリンセス（12 牝*ヴリル）入着，［東海］７勝［南関東］入着８回
 スティルプリンス（13 牡ショウナンカンプ）１勝，［岩手］22勝［南関東］
 サウスアメリカン（15 牡アドマイヤマックス）現役［高知］入着２回
　　　　　　　［南関東］６勝［石川］２勝［東海］，百万石賞
 サンバパレード（16 牝アドマイヤマックス）１勝
 パシスタ（17 牡スズカフェニックス）現役［石川］５勝

チャームカーニバル（01 鹿*アサティス）１勝
 ハニーパイ（10 牝*サウスヴィグラス）［北海道］３勝［兵庫］入着［南関東］，
　　　　　　　エーデルワイス賞－Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ－Jpn2 ３着，リリーＣ，etc.，
　　　　　　　ＮＡＲ優２牝
 　　サトノユニゾン（15 セン*シニスターミニスター）３勝，現役地方未出走
 　　ウィズジョイ（16 牝ヴィクトワールピサ）［岩手］２勝［南関東］入着，ビギナーズＣ３着
 　　ラブミードール（19 牝コパノリッキー）現役［北海道］２勝
 スリーチアサウス（11 牝*サウスヴィグラス）１勝
 キタイノホシ（12 牡*サウスヴィグラス）［北海道］１勝［南関東］１勝
 ミディ（13 牝*サウスヴィグラス）１勝
 インザネイビー（15 牝スズカマンボ）現役［南関東］１勝［北海道］２勝
 ブルベアエーカー（17 牡スズカコーズウェイ）現役［佐賀］３勝［東海］２勝

母サンバダンサーはJRA1勝（芝1000m）。母母サンバホイッスル
はJRA1勝（ダ1200m）で、サンバホイッスルの全妹ハニーパイは
交流重賞エーデルワイス賞（ダ1200m）を勝ちNRA最優秀2歳
牝馬に選出されました。ハニーパイの息子サトノユニゾンもダ短
距離で3勝をあげており、母方にはアドマイヤマックス、サウスヴィ
グラス、キャタオラとダート向きのスプリントを伝える種牡馬が名
を連ねます。父タイセイレジェンドもJBCスプリント、クラスターC、
東京盃に勝つなどダートのスプリンターとしてならした馬で、産駒
もタイセイスラッガー（JRA2勝）やタイセイサクセサー（門別～南
関東で計5勝）などやはりダートでの活躍が目立ちます。そんな両
親をもつだけに、本馬はまさにダ短距離に的を絞った配合といえ
るでしょう。ノーザンテースト5×4、Mr.Prospector4×6、他に
パーソロン、Never Bend、Graustarkなどをクロスする緩やかな
父母相似配合で、素直にダートのスプリンターを計算できる配合
です。

Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
*トライマイベスト(USA)
Mill Princess
 Blakeney
The Dancer
メジロアサマ
*シエリル(FR)
*リマンド(GB)
メジロアイリス
*ボールドアンドエイブル(USA)
*シヤトーローズ(USA)

*クレアーブリツジ(USA)
 Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Northern Dancer
Lady Victoria
*ヒツテイングアウエー(USA)
*フアンシミン(USA)
*フォーティナイナー(USA)
Broom Dance
Star de Naskra
Minnie Riperton
 Topsider
Secret Asset
*キヤタオラ(USA)
イスズアロー

*ノーザンテースト(CAN)

Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン(IRE)

Pilot Bird

メジロテイターン

メジロオーロラ

ニチドウアラシ

ダイナキヤロル

Halo

Wishing Well

シヤダイマイン

*エンドスウィープ(USA)

*ダーケストスター(USA)

*アサティス(USA)

リップスティック

*ノーザンテースト(CAN)

Kingmambo

*マンファス(IRE)

メジロマックイーン

ペッパーキャロル

*サンデーサイレンス(USA)

ダイナシユート

*サウスヴィグラス(USA)

チャームカーニバル

サンバホイッスル
鹿毛　2008

アドマイヤマックス
鹿毛　1999

シャープキック
鹿毛　1996

キングカメハメハ
鹿毛　2001

タイセイレジェンド
栗毛　2007

サンバダンサー
栗毛　2014

5代までのクロス：ノーザンテースト(CAN)：M4×S5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

14,000
700

生産牧場 村上 進治
美浦・和田勇介
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Noble Crown 2020
父 シニスターミニスター　牝　栗毛　2020年3月16日生12 ノーブルクラウンの2020

Pedigree

父シニスターミニスターは、今やダートの名種牡馬です。産駒は、
ダートのスピードタイプに出ると、活躍する可能性がかなり高い
印象です。本馬は、姉と比べると明らかにスピードタイプです。生
後すぐから筋肉の大きさに姉とは歴然とした差が見られました。
現在でも、その見た目の印象よりも体重があるのですが、それは
身体の中に筋肉が詰まっている証でもあります。ダートの短距離
を一気に駆け抜けるスピード馬に成長して行くと見て間違いない
でしょう。

ノーブルクラウン（14 鹿ゼンノロブロイ）入着２回
　　　　　　　本馬の他に産駒あり

クラウンピース（97 鹿Seattle Slew）１勝
 クラウニングスター（02 牡スペシャルウィーク）１勝
 クラウンプリンセス（04 牝スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ－L，米子Ｓ－L，
　　　　　　　小倉記念－G3 ３着，ゴールデンホイップＴ，ＨＢＣ賞，etc.
 フローリスピース（05 牝*コマンダーインチーフ）［岩手］３勝
 リーチザクラウン（06 牡スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ－G2，きさらぎ賞－G3，
　　　　　　　日本ダービー－Jpn1 ２着，神戸新聞杯－Jpn2 ２着，中山記念－G2 ３着，
　　　　　　　etc.，種牡馬
 シンシアズブレス（13 牝ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別２着，御在所特別３着

*クラシッククラウン（85 鹿Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ－G1，ガゼルＨ－G1，
　　　　　　　ベルダムＳ－G1 ２着，ラフィアンＨ－G1 ２着，テストＳ－G1 ３着，etc.
 *レディダンズ（91 牝Danzig）USA１勝
 　　エイシンパンジー（00 牝*トニービン）入着３回
 　　　　ケンホファヴァルト（13 牡マーベラスサンデー）現役４勝，京橋特別，白川特別，
　　　　　　　北辰特別，etc.，障害１勝
 　　*エーシンエフダンズ（04 牡Forestry）５勝，オーシャンＳ－G3 ２着，船橋Ｓ，
　　　　　　　江差特別，etc.，［兵庫］１勝［東海］２勝［広島］１勝［高知］入着６回［北海道］
 　　*エーシンジーライン（05 牡Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典－G3，
　　　　　　　朝日ＣｈＣ－G3 ２着，etc.，
　　　　　　　障害３勝，［東海］入着，名古屋大賞典－Jpn3 ３着，種牡馬
 *ルールオブライト（95 牡Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着
 *ファイナルキス（96 牝Danzig）１勝，フローラS－OP 2着，りんどう賞3着，［北海道］1勝
 ポエティクシーズン（98 牝*サンデーサイレンス）出走
 　　スナークハーバー（04 セン*ボストンハーバー）入着，舞子特別２着，［兵庫］５勝［東海］１勝
 　　タマモグランプリ（07 セン*グランデラ）２勝，琵琶湖特別，香住特別２着，淡路特別３着，etc.
 　　フルオブスターズ（13 牝*エンパイアメーカー）１勝，郡山特別３着

母ノーブルクラウンはJRA[0-1-1-3]で惜しくも勝ち上がれません
でしたが、リーチザクラウン（マイラーズC,きさらぎ賞,ダービー2
着）やクラウンプリンセス（JRA7勝,オープン特別2勝,小倉記念
3着）の3/4同血の妹にあたり、3代母クラシッククラウンは名種牡
馬Chief's Crownの妹でフリゼットS（米G1･ダ8F）とガゼルH

（米G1･ダ9F）に勝った一流馬。名門牝系に属するだけに、繁殖
牝馬としてのポテンシャルに期待したくなりますね。シニスターミ
ニスターとの配合はSeattle Slew4×3、Mr.Prospector5×4･5、
Secretariat5×5で、全体に父系のA.P.Indyの血を増幅した配
合に。父がシニスターミニスターで、牝系がSix Crownsで、クロ
スがSeattle SlewとSecretariatというのは、JRA5勝のオープン
馬フェニックスマークと酷似する配合パターンです。こちらは牝な
のでマイル以下が適距離になるでしょうが、脚長で大箱ダートに
向きそうな体型は配合のイメージどおりと言えます。

Bold Reasoning
My Charmer

Lassie Dear
Grey Dawn
Relifordie
Crozier
Queenly Gift
Vice Regent
Mint Copy
Illustrious
Hail to Beauty
Mr. Leader
Blue Baroness

Miss Ironside
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower

I Pass
Clever Trick
Pia's Lady
Boldnesian
Reason to Earn
Poker
Fair Charmer
Raise a Native
Gold Digger

Chris Evert
Secretariat

Mr. Prospector

Mr. Prospector

SecretariatWeekend Surprise

Vigors

Linda Summers

Deputy Minister

Stick to Beauty

Hurry up Blue

Sugar Gold

Halo

Wishing Well

*マイニング(USA)

One Smart Lady

Bold Reasoning

My Charmer

Six Crowns

Mr. Prospector

Seattle Slew
A.P. Indy

Lovlier Linda

The Prime Minister

Sweet Blue

*サンデーサイレンス(USA)

*ローミンレイチェル(USA)

*クラシッククラウン(USA)

Seattle Slew

クラウンピース
鹿毛　1997

ゼンノロブロイ
黒鹿毛　2000

Sweet Minister
鹿毛　1997

Old Trieste
栗毛　1995

*シニスターミニスター(USA)
鹿毛　2003

ノーブルクラウン
鹿毛　2014

5代までのクロス：Seattle Slew：M3×S4 Mr. Prospector：M4×S5×M5 Secretariat：S5×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

20,000
1,000

生産牧場 イワミ牧場
栗東・岡田稲男
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Kotekitai 2020
父 スズカコーズウェイ　牝　鹿毛　2020年3月19日生13 コテキタイの2020

Pedigree

父スズカコーズウェイは、種牡馬の中では目立つ競走成績を残し
たほうでなく、馬体もとりたてて素晴らしいというほどではありま
せんが、種牡馬成績は優秀です。母コテキタイは浦和の桜花賞を
制した名牝で、サウスヴィグラス産駒です。本馬については、父に
も母にも似ているように見えます。短距離で、おそらくダートを主
戦場にするでしょうが、両親のスピード能力はしっかりと受け継
いでいそうですので、その血統に恥じない成績を期待しています。

コテキタイ（09 鹿*サウスヴィグラス）
　　　　　　　［北海道］２勝［南関東］３勝，桜花賞（Ｄ1600），リリーＣ（Ｄ1000）２着
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（27）〕
 ナリタミニスター（15 牡鹿*シニスターミニスター）入着４回，
　　　　　　　現役［兵庫］交流１勝・16勝［石川］１勝［東海］１勝，笠松ＧＰ（Ｄ1400）３着，
　　　　　　　兵庫ウインターＣ（Ｄ1400），ゴールド争覇（Ｄ1400），園田ＣｈＣ（Ｄ1400），
　　　　　　　金沢スプリントＣ（Ｄ1400），東海桜花賞（Ｄ1400）３着
 シゲルサファイア（16 セン鹿ゴールドアリュール）［岩手］７勝
 ケイティーユイ（18 牝鹿*パイロ）現役［南関東］１勝
 スズカコテキタイ（19 牡鹿*ディスクリートキャット）現役１勝

チアリーダー（95 鹿*アサティス）４勝，オーロラ特別２着，鎌倉特別２着，西湖特別２着，
　　　　　　　アカシヤＳ２着，羊蹄山特別３着，etc.
 スガノゴールド（05 牡*スキャターザゴールド）１勝
 スマートジョーカー（07 牡*サウスヴィグラス）［南関東］19勝，川崎マイラーズ
 シンケンショウブ（08 牡スズカマンボ）［北海道］１勝［南関東］５勝
 グッドネス（10 牝*サウスヴィグラス）［南関東］８勝
 リーダーズ（12 牡*サウスヴィグラス）入着，［北海道］５勝［佐賀］10勝
 ジーケーワン（13 牡*サウスヴィグラス）［南関東］９勝
 ベイビーガール（14 牝*タイキシャトル）［北海道］１勝［南関東］２勝
 プリザーブドローズ（17 牝ロサード）［岩手］１勝

ハミングダンサー（89 栗ヤマニンスキー）２勝
 ノボエイコーオー（96 牡トウカイテイオー）１勝，デイリー杯３歳Ｓ－Jpn2 ２着，
　　　　　　　　ＳＴＶ杯２着，みなみ北海道Ｓ３着,
　　　　　　　　入着10回，清津峡特別３着，［北海道］１勝［北関東・山形］入着２回［岩手］, 
 ドラゴンバッハ（98 牡*ミシル）
 タイガーバッハ（00 セン*ティンバーカントリー）２勝，美唄特別，［南関東］１勝
 スペシャルバッハ（01 牡スペシャルウィーク）３勝，相模湖特別２着

兵庫ゴールドC4着など園田の大将格として活躍したナリタミニ
スターの半妹。母コテキタイは浦和桜花賞の勝ち馬で、母母チア
リーダーの産駒には川崎マイラーズのスマートジョーカーがいま
す。ダート重賞3勝スマートボーイや北海道2歳優駿イグナシオ
ドーロも近親。ダートの名門グランド牧場で代々育まれてきた牝
系です。父スズカコーズウェイは芝1400mの京王杯SCを勝ちま
したが、産駒はJRA平地勝ち鞍の全てがダートで、しかも勝ち馬
率が50％弱と優秀。北海道スプリントC2着のスズカコーズライ
ンが代表産駒です。この牝系のスズカコーズウェイ産駒にはJRA
現役3勝のスズカゴウケツがおり、その母リバティーベルは父アサ
ティス、母母クイングランドなのでチアリーダーと3/4同血の関
係。つまり本馬はスズカゴウケツとかなり近い配合といえ、ダート
のスプリンター～マイラーとして上級で活躍できる素地は十分と
いえるでしょう。

South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
Blushing Groom
Glorious Song
Roberto
Imsodear
Vice Regent
Mint Copy
Hold Your Peace
Laredo Lass
Bold Reasoning
My Charmer
*マナード(IRE)
Amiel
Mr. Prospector
File
Dance Spell
Witching Hour
Naskra
Candle Star
Cornish Prince
English Harbor

Drumtop
Graustark
Numbered Account
Nijinsky
*アンメンシヨナブル(USA)
*オンリーフオアライフ(GB)
*アマリテユード(GB)

Northern Dancer

Northern DancerStorm Bird

Terlingua

Rahy

*イメンス(USA)

Deputy Minister

Mitterand

Seattle Slew

Aerturas

*フォーティナイナー(USA)

Broom Dance

Star de Naskra

Minnie Riperton

Topsider

Secret Asset

ヤマニンスキー

クイングランド

Storm Cat

Mariah's Storm

*フレンチデピュティ(USA)

Actinella

*エンドスウィープ(USA)

*ダーケストスター(USA)

*アサティス(USA)

ハミングダンサー

チアリーダー　
鹿毛　1995

*サウスヴィグラス(USA)　
栗毛　1996

*フレンチリヴィエラ(USA)　
栗毛　1999

Giant's Causeway　
栗毛　1997

スズカコーズウェイ　
栗毛　2004

コテキタイ　
鹿毛　2009

5代までのクロス：Northern Dancer：S5×M5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

16,000
800

生産牧場 高橋ファーム
栗東・羽月友彦



34 35

Mythique 2020
父 リヤンドファミユ　牝　栗毛　2020年5月28日生14 ミティークの2020

Pedigree

父リヤンドファミユは、種牡馬としての能力に限界を見せつつある
のでしょうか。種牡馬の世界は、失格の烙印を押されるのが実に早
いようで、それは優秀な競走成績を収めた馬であっても条件は同じ
です。種牡馬としてのリヤンドファミユを純粋に応援しようと、まだ
思ってくださる方のために、無料馬を準備しました。本馬は今のとこ
ろ骨格が小さく、レースでも400kgそこそこになると思われますが、
小さな牝馬が活躍することは稀にありますので、応援よろしくお願
いします。

ミティーク（05 鹿*ムーンバラッド）２勝，こでまり賞（芝1200）２着
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
 ライクアエンジェル（14 牝鹿*ハービンジャー）１勝
 アストニッシュ（15 牡栗*バゴ）［南関東］３勝
 ヘヴンプレミア（17 牡黒鹿*クロフネ）現役［東海］２勝［佐賀・兵庫］
 ジェステミニョン（18 牝鹿リヤンドファミユ）現役［東海］入着２回
 アップトゥザナイン（19 牡栗リヤンドファミユ）現役出走

リニアミューズ（98 鹿*トニービン）２勝，野路菊Ｓ－OP ２着，黄菊賞３着
 ケルビック（04 牝*アフリート）１勝，［南関東］２勝
 フライフューチャー（07 牡*ボストンハーバー）入着２回，［南関東］４勝
 ムーブアロング（08 牡ノーリーズン）［南関東］６勝
 アップトゥデイト（10 牡*クロフネ）２勝，障害８勝，中山大障害－JG1，
　　　　　　　中山グランドジャンプ－JG1，阪神スプリングジャンプ－JG2，etc.，
　　　　　　　［兵庫・南関東］入着２回，全日本２歳優駿－Jpn1 ３着，
　　　　　　　兵庫ジュニアＧＰ－Jpn2 ２着，優障害

*スリリングディ（90 鹿Prego）AUS・NZ４勝，Lindauer Guineas Trial－L，
　　　　　　ＮＺ１０００ギニー－G1 ２着，Bay Of Plenty Classic－L ２着，
　　　　　　Soliloquy S－L ３着
 マイネルシュトルム（06 牡*チーフベアハート）４勝，高雄特別，琵琶湖特別，烏丸Ｓ２着，etc.
 マイネルカリバーン（07 牡デュランダル）４勝，宇治川特別，宝ケ池特別２着，晩春Ｓ３着，etc.

母ミティークはJRA2勝（芝1000～1200m）。母母リニアミューズ
の産駒アップトゥデイトは障害の名馬で、オジュウチョウサンと鎬を
削る名勝負を繰り広げました。牝祖スリリングディはニュージーラン
ド1000ギニー2着で、ニュージーランド産馬らしくスタミナ血脈が
豊富。ミティーク自身は芝短距離で活躍しましたが、Sadler's 
Wells、トニービン、Be My Guest、Sir Tristramと芝中長距離のス
タミナに優れた血が多く、産駒は長いところに向く馬も出るでしょ
う。父リヤンドファミユはオルフェーヴルやドリームジャーニーの全
弟で、やはりスタミナと底力に富む血統です。父がオルフェーヴルで
母系にSadler's Wellsとトニービンをもつ馬は、JRAに3頭が出走
し、エスポワール（ターコイズS2着、新潟牝馬S2着）、アプルーヴァ
ル（JRA3勝）、イクスプロージョン（JRA2勝）と、いずれも活躍して
います。スタミナと底力と成長力に富む血統なので、古馬になって芝
の長いところで開花することを期待したいし、アップトゥデイトのよう
に障害でスタミナが活きるかもしれません。

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic

*ロイヤルサツシユ(GB)
メジロアサマ
*シエリル(FR)
*リマンド(GB)
メジロアイリス
Northern Dancer
Lady Victoria
Lt. Stevens
Dhow
Sadler's Wells
High Hawk

Ballade
Danzig
Unfurled
Relkino
Balilla
Kalamoun
State Pension
Hornbeam
Priddy Fair
Be My Guest
Audrey Joan
Sir Tristram
Pretend to Leica

Halo

*ノーザンテースト(CAN)

Wishing Well

*デイクタス(FR)

ダイナサツシユ

メジロテイターン

メジロオーロラ

*グランマステイーヴンス(USA)

In The Wings

Glorious Song

*シャーディー(USA)

Park Special

*カンパラ(GB)

Severn Bridge

Prego

Leica Pretender

*ノーザンテースト(CAN)

Halo
*サンデーサイレンス(USA)

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

Singspiel

Velvet Moon

*トニービン(IRE)

*スリリングディ(AUS)

リニアミューズ　
鹿毛　1998

*ムーンバラッド(IRE)　
栗毛　1999

オリエンタルアート　
栗毛　1997

ステイゴールド　
黒鹿毛　1994

リヤンドファミユ
鹿毛　2010

ミティーク　
鹿毛　2005

5代までのクロス：Halo：S4×M5 ノーザンテースト(CAN)：S4×S5

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data
母

2代母

3代母

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

0
0

生産牧場 村上 進治
美浦・伊藤伸一

お申込みは最大50口までといたします



会員規約

競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ   作成年月日:2021年12月22日

競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保
証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面を
よく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任に
おいてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎ 顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から

競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を
受けます。当該出資馬は当社より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支
払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱わ
れ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分
配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する
ことがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資
元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競
走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出
資した元本の保証はありませ ん。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づ
いており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、
以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用
する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の
出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、
競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了
期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定
めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び
競走成績等を考慮して、運用期間を延長又は短縮することがあります。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以
降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が
死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる
理由によっても会員は、支払方法にかかわらず、募集価格全額の競走
馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に
当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本
商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに
返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用
を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直
後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社
がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から
終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返
還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権
利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資
義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する
会員の名義変更は、 相続等による包括承継を除いて行うことができま
せん。

◎ 当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法
第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、
当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当
社からの出資金を自 己の資産とは区分して管理します。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府
令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において
縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」
といいます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご

員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ
り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま
すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。

ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　
　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま

す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発

検討ください。
◎ 本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3

に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する
『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該
出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにして
ください。

◎ 出資申込み方法について、顧客は当社のホームページにて案内に従
い出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対し
て当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立と なります。
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1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート・山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会

顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(3)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当
する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次の事項
に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員
に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会員資格を喪
失させる場合があります。　
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 
・その他前記に準ずる行為

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に 限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに
ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく

金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ
ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい

ては、加入いたしません。
　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に

到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記1の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきま す。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない

限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい
ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま

す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受
ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
3,300円・5,500円（共に税込）の2つがあります。5,500円会費へのラ
ンクアップ・3,300円会費へのランクダウンは申告制とし、3,300円会
費から5,500円会費への変更は申告当月分より反映、5,500円会費か
ら3,300円会費への変更は申告後翌月分より反映です。退会は申告制
とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・会費を全て支
払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競
走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は

商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求

めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無
　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン

ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述

「12.(5)4iiib」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応

札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　
 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料

(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日か  ら10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535

条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方
指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞 金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉

精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻
金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預
かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)7」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜
き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所

有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合
の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　一律10万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数（従前

の匿名組合の販売口数と同数）で除したものになります。
②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
　毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客

の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より
発生します。

④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この
場合においても前記(1)の運用方針に従って、当該出資馬は運用さ
れます。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転

籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取
得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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愛馬の競走生活における危険負担を考慮し、会員の皆様が安心してご出資できるよう、
1歳末までに運用を断念する場合は全額返金、2歳馬以降は死亡・競走能力喪失・傷病により未出走となるリスク等を保険が補填します。

■1歳末までの危険負担
1歳末までに傷病などで競走用馬ファンドとしての運用を断念する場合は、お支払いいただいた競走馬出資金、保険料出資金の全額を返金い
たします。

■競走馬保険
募集場は万一の事故、疾病に備えて、2歳1月1日より競走馬保険に加入いたします。2歳馬以降、死亡・競走能力喪失・未出走引退などのリスク
に対しては、この競走馬保険でカバーします。保険加入額は馬齢を基準としており、2歳馬は募集価格の100％、3歳馬は70％、4歳馬以降につ
いては50％加入が原則となります。5歳馬以降は保険には加入いたしません。
競走中やJRA施設内での調教中の事故や疾病に対しては、JRAでは事故見舞金規程があって、症例の程度によって一定の金額が支給されま
す。一方でこの事故見舞金では補えない、牧場育成時においての競走能力喪失による引退、疾病や傷害での未出走引退に対しても、充実した
補償内容で対応できるものとなっています。

［死亡保険金］
偶発的な事故や疾病が原因での死亡、または指定獣医師に安楽死と認定された場合に保険金をお支払いいたします。保険金額（保険加入額）
は、募集価格に対して2歳馬100％、3歳馬70％、4歳馬は50％のお支払いとなります。ただし、障害競走（障害レース出走のために当該競馬場に
搬入した時から搬出された時まで）に起因する事故の場合は、保険加入額にかかわらず一律200万円が給付限度となります（特約対象事故も
含む）。

［見舞金給付特約］
①未出走の主に2～ 3歳馬が競走能力喪失と診断された場合で、かつ中央競馬馬主相互会の事故見舞金規程3号と4号の支給要件に該当し
ない場合（いわゆる「未入厩馬」が主に該当）・・・保険加入額の50％給付
②競走能力喪失の診断を受けた場合・・・保険加入額の20％給付
③傷病などにより、未出走引退が確定した場合・・・保険加入額の20％給付
※①～③は重複して支払われることはありません。いずれか1つの給付となります。
④「手術費用特約」として、全身麻酔を伴う外科手術の費用（主にJRA施設外で行われた手術で保険会社が認めたもの）を、保険加入額の3％
を限度として給付
⑤「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合、保険加入額の5％（限度額は50万円）を給付

競走馬保険などの安心システム

競走馬保険（特約保険金）図解 保険適用の条件 ▼傷害・疾病が起因であること。
給付％は、保険加入額に対して給付する ▼ 3歳の未出走・未入廐馬にも適用される。

1月
2 歳

保険加入なし 保険加入

牧場調教

※運用開始前に運用断念
全額返金

JRA事故見舞金支給なし JRA事故見舞金支給あり
（在廐60日以上、抹消給付金支給対象）

能失診断による引退 50％給付
傷病などによる
未出走での引退 20％給付

傷病などによる
未出走での引退

20％給付

能失診断による
引退の場合のみ

20％給付

牧場調教

未入廐での引退 入廐後の未出走引退

廐舎在廐 放牧

1 歳
12月11月10月9月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

出走後の能力喪失引退

入廐 出走



競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ   作成年月日:2021年12月22日

競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保
証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面を
よく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任に
おいてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎ 顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から

競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を
受けます。当該出資馬は当社より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支
払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱わ
れ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分
配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する
ことがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資
元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競
走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出
資した元本の保証はありませ ん。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づ
いており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、
以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用
する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の
出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、
競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了
期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定
めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び
競走成績等を考慮して、運用期間を延長又は短縮することがあります。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以
降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が
死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる
理由によっても会員は、支払方法にかかわらず、募集価格全額の競走
馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に
当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本
商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに
返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用
を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直
後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社
がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から
終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返
還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権
利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資
義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する
会員の名義変更は、 相続等による包括承継を除いて行うことができま
せん。

◎ 当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法
第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、
当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当
社からの出資金を自 己の資産とは区分して管理します。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府
令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において
縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」
といいます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご

員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ
り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま
すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。

ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　
　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま

す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発

検討ください。
◎ 本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3

に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する
『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該
出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにして
ください。

◎ 出資申込み方法について、顧客は当社のホームページにて案内に従
い出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対し
て当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立と なります。
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 ⑷ 出資者の第三者に対する責任の範囲
 ⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の出資者の損失 　
　　　分担に関する事項について
 ⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の
　　　売却に伴う代金の受領権 
14． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される
       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監 査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について
 ⑴ 転用の可否、転用時期、繁養先等の決定者
 ⑵ 繁養先並びに売却価格等の決定方法

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート・山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会

顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(3)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当
する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次の事項
に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員
に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会員資格を喪
失させる場合があります。　
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 
・その他前記に準ずる行為

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に 限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに
ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく

金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ
ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい

ては、加入いたしません。
　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に

到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記1の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきま す。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない

限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい
ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま

す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受
ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
3,300円・5,500円（共に税込）の2つがあります。5,500円会費へのラ
ンクアップ・3,300円会費へのランクダウンは申告制とし、3,300円会
費から5,500円会費への変更は申告当月分より反映、5,500円会費か
ら3,300円会費への変更は申告後翌月分より反映です。退会は申告制
とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・会費を全て支
払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競
走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は

商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求

めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無
　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン

ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述

「12.(5)4iiib」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応

札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　
 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料

(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日か  ら10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535

条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方
指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞 金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉

精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻
金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預
かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)7」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜
き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所

有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合
の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　一律10万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数（従前

の匿名組合の販売口数と同数）で除したものになります。
②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
　毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客

の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より
発生します。

④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この
場合においても前記(1)の運用方針に従って、当該出資馬は運用さ
れます。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転

籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取
得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ   作成年月日:2021年12月22日

競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保
証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面を
よく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任に
おいてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎ 顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から

競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を
受けます。当該出資馬は当社より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支
払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱わ
れ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分
配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する
ことがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資
元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競
走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出
資した元本の保証はありませ ん。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づ
いており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、
以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用
する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の
出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、
競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了
期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定
めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び
競走成績等を考慮して、運用期間を延長又は短縮することがあります。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以
降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が
死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる
理由によっても会員は、支払方法にかかわらず、募集価格全額の競走
馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に
当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本
商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに
返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用
を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直
後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社
がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から
終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返
還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権
利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資
義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する
会員の名義変更は、 相続等による包括承継を除いて行うことができま
せん。

◎ 当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法
第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、
当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当
社からの出資金を自 己の資産とは区分して管理します。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府
令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において
縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」
といいます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご

員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ
り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま
すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。

ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　
　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま

す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発

検討ください。
◎ 本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3

に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する
『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該
出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにして
ください。

◎ 出資申込み方法について、顧客は当社のホームページにて案内に従
い出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対し
て当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立と なります。
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1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート・山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会

顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(3)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当
する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次の事項
に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員
に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会員資格を喪
失させる場合があります。　
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 
・その他前記に準ずる行為

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に 限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに
ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく

金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ
ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい

ては、加入いたしません。
　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に

到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記1の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきま す。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない

限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい
ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま

す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受
ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
3,300円・5,500円（共に税込）の2つがあります。5,500円会費へのラ
ンクアップ・3,300円会費へのランクダウンは申告制とし、3,300円会
費から5,500円会費への変更は申告当月分より反映、5,500円会費か
ら3,300円会費への変更は申告後翌月分より反映です。退会は申告制
とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・会費を全て支
払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競
走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は

商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求

めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無
　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン

ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述

「12.(5)4iiib」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応

札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　
 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料

(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日か  ら10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535

条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方
指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞 金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉

精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻
金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預
かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)7」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜
き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所

有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合
の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　一律10万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数（従前

の匿名組合の販売口数と同数）で除したものになります。
②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
　毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客

の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より
発生します。

④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この
場合においても前記(1)の運用方針に従って、当該出資馬は運用さ
れます。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転

籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取
得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ   作成年月日:2021年12月22日

競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保
証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面を
よく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任に
おいてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎ 顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から

競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を
受けます。当該出資馬は当社より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支
払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱わ
れ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分
配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する
ことがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資
元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競
走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出
資した元本の保証はありませ ん。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づ
いており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、
以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用
する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の
出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、
競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了
期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定
めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び
競走成績等を考慮して、運用期間を延長又は短縮することがあります。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以
降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が
死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる
理由によっても会員は、支払方法にかかわらず、募集価格全額の競走
馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に
当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本
商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに
返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用
を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直
後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社
がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から
終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返
還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権
利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資
義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する
会員の名義変更は、 相続等による包括承継を除いて行うことができま
せん。

◎ 当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法
第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、
当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当
社からの出資金を自 己の資産とは区分して管理します。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府
令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において
縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」
といいます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご

員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ
り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま
すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。

ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　
　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま

す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発

検討ください。
◎ 本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3

に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する
『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該
出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにして
ください。

◎ 出資申込み方法について、顧客は当社のホームページにて案内に従
い出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対し
て当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立と なります。
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 ⑶ クーリングオフ制度
 ⑷ 匿名組合員（会員）の破産
11． 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
 ⑴ 商品投資受益権の譲渡
 ⑵ 相続と相続放棄について
12． 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に
　　関する事項 　
 ⑴ 商品投資の内容及び投資制限
 ⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に
            欠ける投資対象への投資の有無
 ⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
 ⑷ 運用開始予定日について
 ⑸ 運用終了予定日について
 ⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
 ⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座

13． 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲
 ⑴ 商品投資販売契約の種類 
 ⑵ 事業報告書の縦覧について
 ⑶ 出資者から出資された財産の所有関係
 ⑷ 出資者の第三者に対する責任の範囲
 ⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の出資者の損失 　
　　　分担に関する事項について
 ⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の
　　　売却に伴う代金の受領権 
14． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される
       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監 査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について
 ⑴ 転用の可否、転用時期、繁養先等の決定者
 ⑵ 繁養先並びに売却価格等の決定方法

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート・山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会

顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(3)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当
する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次の事項
に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員
に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会員資格を喪
失させる場合があります。　
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 
・その他前記に準ずる行為

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に 限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに
ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく

金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ
ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい

ては、加入いたしません。
　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に

到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記1の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきま す。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない

限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい
ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま

す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受
ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
3,300円・5,500円（共に税込）の2つがあります。5,500円会費へのラ
ンクアップ・3,300円会費へのランクダウンは申告制とし、3,300円会
費から5,500円会費への変更は申告当月分より反映、5,500円会費か
ら3,300円会費への変更は申告後翌月分より反映です。退会は申告制
とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・会費を全て支
払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競
走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は

商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求

めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無
　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン

ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述

「12.(5)4iiib」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応

札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　
 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料

(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日か  ら10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535

条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方
指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞 金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉

精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻
金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預
かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)7」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜
き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所

有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合
の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　一律10万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数（従前

の匿名組合の販売口数と同数）で除したものになります。
②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
　毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客

の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より
発生します。

④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この
場合においても前記(1)の運用方針に従って、当該出資馬は運用さ
れます。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転

籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取
得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ   作成年月日:2021年12月22日

競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保
証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面を
よく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任に
おいてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎ 顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から

競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を
受けます。当該出資馬は当社より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支
払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱わ
れ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分
配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する
ことがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資
元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競
走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出
資した元本の保証はありませ ん。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づ
いており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、
以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用
する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の
出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、
競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了
期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定
めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び
競走成績等を考慮して、運用期間を延長又は短縮することがあります。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以
降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が
死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる
理由によっても会員は、支払方法にかかわらず、募集価格全額の競走
馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に
当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本
商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに
返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用
を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直
後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社
がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から
終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返
還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権
利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資
義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する
会員の名義変更は、 相続等による包括承継を除いて行うことができま
せん。

◎ 当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法
第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、
当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当
社からの出資金を自 己の資産とは区分して管理します。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府
令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において
縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」
といいます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご

員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ
り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま
すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。

ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　
　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま

す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発

検討ください。
◎ 本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3

に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する
『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該
出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにして
ください。

◎ 出資申込み方法について、顧客は当社のホームページにて案内に従
い出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対し
て当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立と なります。
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1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート・山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会

顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(3)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当
する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次の事項
に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員
に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会員資格を喪
失させる場合があります。　
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 
・その他前記に準ずる行為

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に 限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに
ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく

金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ
ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい

ては、加入いたしません。
　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に

到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記1の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきま す。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない

限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい
ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま

す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受
ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
3,300円・5,500円（共に税込）の2つがあります。5,500円会費へのラ
ンクアップ・3,300円会費へのランクダウンは申告制とし、3,300円会
費から5,500円会費への変更は申告当月分より反映、5,500円会費か
ら3,300円会費への変更は申告後翌月分より反映です。退会は申告制
とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・会費を全て支
払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競
走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は

商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求

めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無
　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン

ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述

「12.(5)4iiib」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応

札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　
 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料

(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日か  ら10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535

条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方
指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞 金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉

精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻
金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預
かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)7」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜
き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所

有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合
の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　一律10万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数（従前

の匿名組合の販売口数と同数）で除したものになります。
②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
　毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客

の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より
発生します。

④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この
場合においても前記(1)の運用方針に従って、当該出資馬は運用さ
れます。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転

籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取
得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ   作成年月日:2021年12月22日

競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保
証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面を
よく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任に
おいてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎ 顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から

競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を
受けます。当該出資馬は当社より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支
払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱わ
れ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分
配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する
ことがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資
元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競
走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出
資した元本の保証はありませ ん。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づ
いており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、
以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用
する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の
出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、
競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了
期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定
めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び
競走成績等を考慮して、運用期間を延長又は短縮することがあります。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以
降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が
死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる
理由によっても会員は、支払方法にかかわらず、募集価格全額の競走
馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に
当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本
商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに
返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用
を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直
後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社
がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から
終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返
還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権
利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資
義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する
会員の名義変更は、 相続等による包括承継を除いて行うことができま
せん。

◎ 当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法
第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、
当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当
社からの出資金を自 己の資産とは区分して管理します。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府
令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において
縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」
といいます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご

員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ
り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま
すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。

ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　
　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま

す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発

検討ください。
◎ 本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3

に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する
『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該
出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにして
ください。

◎ 出資申込み方法について、顧客は当社のホームページにて案内に従
い出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対し
て当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立と なります。
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 ⑺ 競走馬出資金のクラブポイント制度について
5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の 徴収方法 　　
 ⑴ 維持費出資金
 ⑵ 保険料出資金（競走馬保険料相当額）
 ⑶ 海外遠征出資金
 ⑷ 事故見舞金返還義務出資金
 ⑸ 一般会費
 ⑹ 輸入経費出資金
6.    『請求明細書』の送付
7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率　
 ⑴ 会員が個人の場合
 ⑵ 会員が法人の場合
8.　匿名組合損益の帰属
9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項
 ⑴ 匿名組合契約（商品投資契約）の期間に関する事項
 ⑵ 匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項
10. 匿名組合契約の解除に関する事項 　
 ⑴ 解約の可否及び買取りの有無
 ⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響
 ⑶ クーリングオフ制度
 ⑷ 匿名組合員（会員）の破産
11． 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
 ⑴ 商品投資受益権の譲渡
 ⑵ 相続と相続放棄について
12． 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に
　　関する事項 　
 ⑴ 商品投資の内容及び投資制限
 ⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に
            欠ける投資対象への投資の有無
 ⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
 ⑷ 運用開始予定日について
 ⑸ 運用終了予定日について
 ⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
 ⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座

13． 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲
 ⑴ 商品投資販売契約の種類 
 ⑵ 事業報告書の縦覧について
 ⑶ 出資者から出資された財産の所有関係
 ⑷ 出資者の第三者に対する責任の範囲
 ⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の出資者の損失 　
　　　分担に関する事項について
 ⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の
　　　売却に伴う代金の受領権 
14． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される
       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監 査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について
 ⑴ 転用の可否、転用時期、繁養先等の決定者
 ⑵ 繁養先並びに売却価格等の決定方法

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート・山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会

顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(3)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当
する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次の事項
に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員
に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会員資格を喪
失させる場合があります。　
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 
・その他前記に準ずる行為

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に 限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに
ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく

金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ
ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい

ては、加入いたしません。
　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に

到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記1の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきま す。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない

限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい
ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま

す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受
ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
3,300円・5,500円（共に税込）の2つがあります。5,500円会費へのラ
ンクアップ・3,300円会費へのランクダウンは申告制とし、3,300円会
費から5,500円会費への変更は申告当月分より反映、5,500円会費か
ら3,300円会費への変更は申告後翌月分より反映です。退会は申告制
とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・会費を全て支
払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競
走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は

商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求

めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無
　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン

ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述

「12.(5)4iiib」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応

札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　
 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料

(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日か  ら10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535

条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方
指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞 金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉

精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻
金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預
かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)7」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜
き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所

有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合
の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　一律10万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数（従前

の匿名組合の販売口数と同数）で除したものになります。
②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
　毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客

の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より
発生します。

④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この
場合においても前記(1)の運用方針に従って、当該出資馬は運用さ
れます。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転

籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取
得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ   作成年月日:2021年12月22日

競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保
証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面を
よく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任に
おいてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎ 顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から

競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を
受けます。当該出資馬は当社より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録の
あるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支
払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱わ
れ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分
配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退する
ことがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資
元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競
走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出
資した元本の保証はありませ ん。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づ
いており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、
以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用
する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の
出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、
競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了
期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定
めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び
競走成績等を考慮して、運用期間を延長又は短縮することがあります。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以
降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が
死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる
理由によっても会員は、支払方法にかかわらず、募集価格全額の競走
馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に
当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本
商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに
返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用
を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直
後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社
がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から
終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返
還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権
利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資
義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する
会員の名義変更は、 相続等による包括承継を除いて行うことができま
せん。

◎ 当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法
第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、
当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当
社からの出資金を自 己の資産とは区分して管理します。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府
令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において
縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」
といいます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファン
ド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご

員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ
り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま
すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。

ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　
　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま

す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発

検討ください。
◎ 本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3

に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する
『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該
出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにして
ください。

◎ 出資申込み方法について、顧客は当社のホームページにて案内に従
い出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対し
て当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立と なります。
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1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート・山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会

顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(3)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当
する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次の事項
に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員
に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会員資格を喪
失させる場合があります。　
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 
・その他前記に準ずる行為

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に 限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに
ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく

金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ
ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい

ては、加入いたしません。
　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に

到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記1の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきま す。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない

限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい
ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま

す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受
ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
3,300円・5,500円（共に税込）の2つがあります。5,500円会費へのラ
ンクアップ・3,300円会費へのランクダウンは申告制とし、3,300円会
費から5,500円会費への変更は申告当月分より反映、5,500円会費か
ら3,300円会費への変更は申告後翌月分より反映です。退会は申告制
とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・会費を全て支
払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競
走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は

商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求

めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無
　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン

ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述

「12.(5)4iiib」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応

札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　
 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料

(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日か  ら10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535

条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方
指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞 金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉

精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻
金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預
かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)7」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。

○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜
き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所

有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合
の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　一律10万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数（従前

の匿名組合の販売口数と同数）で除したものになります。
②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
　毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客

の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より
発生します。

④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この
場合においても前記(1)の運用方針に従って、当該出資馬は運用さ
れます。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転

籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取
得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。
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